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はじめに 本調査の目的と実施方法 

 

１．本調査の目的と調査フロー 

本町の喫緊の課題は人口減少と少子高齢化への対応である。子育て支援や定住促進事業に力を入れ

て対策を講じているが、人口減少が続いている状況である。国立社会保障・人口問題研究所によれば、

2045年における本町の推計人口は、12,191人（※令和3年2月末日13,385人）まで減少するとされ、本

島中部で唯一人口の減少が続いている地域である。早期にみらいを見据えた長期的、短期的な計画の

もと、施策を実行し、対策を講じていく必要がある。 

本業務は、下記の調査フローに基づき、本町の人口減少を分析し、令和4年度以降に取組むべき施策

を示し、人口減少対策「実行プラン（仮称）」として、実現性の高い施策を立案することを目的とす

る。 

 

■調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４章 検討委員会等

の運営支援 

１．庁舎内検討委員

会の運営支援 

２．人口減少対策検

討部会の運営

支援 
第２章 ランドバンク実現化手法検討 

１．定住促進事業の効果測定 

２．ランドバンクが担う機能の検討 

３．運営体制の検討 

４．事業フロー（例）の検討 

第１章 人口減少対策の施策立案 

 

○令和３年度後半： 検討・予算化 

○令和４年度から： 詳細検討・実践 

 

 

２．データの分析の結果に基づく新たな人口減少対策の提案 

（１）人口減少対策として取り組む範囲・考え方 

（２）展開する施策と、検討・実践事項及びロードマップ 

（３）人口ビジョンと施策の関係 

（４）積み残し課題 

１．データ分析 

（１）各種データの分析 

（２）地域のニーズや実態の把握 

① 子育て世帯アンケート 
② 職員アンケート 
③ 不動産事業者ヒアリング 

第３章 人口減少対策

ワーキングチー

ムの運営 

（１）開催経過 

（２）提言内容 
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２．本調査の実施方法 

 

本調査は、庁舎内検討委員会及び人口減少対策検討部会を通して検討を行った。 

また、並行して、若手職員の施策立案研修も兼ねて、若者の目線から必要施策を検討・提案しても

らうため、ワーキングチームの開催も支援しながら行った。 

■検討の経緯 

日程 委員会 部会 ワーキングチーム 他 

５月 14 日(木)   
第１回：目的の

共有、町長講和 
 

５月 26 日(水)   
第２回：現状の

共有 
 

７月８日(木)  
第１回：目的･現

状･課題の共有 

第３回：課題・

要因の体系化 
 

８月 16 日(月)  

第２回：人口対

策の全体像、施

策の方向性 

  

９月２日(木) 
第１回：目的･現

状･課題の共有 
 

 
 

９月 10 日(金)   
 チーム単位で 

施策検討 
不動産事業者ﾋｱﾘ

ﾝｸﾞ、子育て・職

員ｱﾝｹｰﾄ ９月 14 日(火)    

９月 21 日(火)    町長報告② 

９月 27 日(月)  
第３回：施策の

抽出 

第５回：中間発

表会 
 

10 月 13 日(水) 
第２回：課題の深

堀・施策の方向性 
   

10 月 15 日(金)   
第６回：成果発

表会 
 

10 月 29 日(金)  
第４回：施策内

容の検討 
  

11 月４日(火) 
第３回：施策の方

向性・内容 
   

11 月 17 日(水)  
第５回：施策内

容の詳細検討 
  

11 月 22 日(月) 
第４回：施策の詳

細 
   

３月 18 日(金) 
第５回：施策の詳

細、とりまとめ 
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■庁舎内検討委員会 

 委 員 所 属 ・ 役 職 

委員長  比嘉 孝史  副町長【委員長】 

委 員  

天久 昇  都市建設課長  

上地 康夫  産業環境課長  

野村 順子  福祉課長  

金城 博吉  子ども家庭課長  

仲宗根 さゆり  社会教育課長  

金城 睦和  教育総務課長  

池味 勇  教育指導課  

 

■人口減少対策検討部会 

部会 委 員 所 属 ・ 役 職 

子育て部会 

山内 利美子 子ども家庭課 母子保健係長 

岡本 真澄 子ども家庭課 保育支援係長 

又吉 陽子 子育て支援センター係長 

川満 都 福祉課 社会福祉係長 

我那覇 弥生 町民保険課 住基年金係長 

教育部会 

伊波 努 教育指導課 指導主事 

奥間 篤樹 教育総務課 教育総務係長 

下地 晋子 社会教育課 社会教育係長 

住環境部会 

橋口 美由紀 都市建設課 都市計画係長 

幸地 順 産業環境課 商工振興係長 

喜屋武 将太 企画財政課 財政係長 

 

■ワーキングチーム 

チーム 委 員 所 属 ・ 役 職 

子育てチーム 

上地 博之 総務課（リーダー） 

亀谷 長俊 産業環境課 

桑江 良尚 上下水道課 

與那覇 五子 町民保険課 

宮里 知恵 中央公民館 

教育チーム 

新城 智恵 福祉課（リーダー） 

喜屋武 崇 町民保険課 

宮城 亜希 社会教育課 

柳 智美 福祉課 

高良 若菜 子ども家庭課 

住環境チーム 

町田 幸枝 都市建設課（リーダー） 

徳里 政道 上下水道課 

島袋 元 産業環境課 

与那覇 美乃 総務課 

上運天 大智 子ども家庭課 
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第１章 人口減少対策の施策立案 

本町をフィールドとした人口減少の実態等の調査分析及びデータに基づく効果的な施策の提案を

受けることにより、ＥＢＰＭ（エビデンスに基づく施策立案）の手法に基づき、人口減少対策を立案

した。 

 

１．データの分析 
 

国勢調査や人口動態調査など、国及び県・市町村が公開している統計データなどを活用し、必要

な２次分析を行うとともに、中長期的な推移や近隣市町村との比較分析を行うなどして、本町の人

口減少の特徴や課題をデータに基づき整理した。 

なお、統計データのみならず、住民や事業者の声も交えた現場の状況を十分に加味して検討する

ため、子育て世帯アンケートや職員アンケート、不動産事業者ヒアリングも行って整理した。 

 

（１）各種データの分析 

 

１）人口減少の状況の把握 

多様なデータを用い、人口減少の実態と、減少の要因となっている事項について整理をし、把

握を行った。 

 

各種データに関してデータ分析したエッセンスを下表に整理する。 

分野 現状・課題（要因を記述） 
住環境 ■賃貸・売買物件の情報(空き)が少ない 

・知り合い同士や建築中に希望者が直接声をかけるなどによる賃借が多い 
・不動産会社も予約客を多く抱え、情報サイトに載せる前に成約することが多々 
・新築件数が周辺市町村に比べて少ないが、持ち家・貸家も定常的に建築はされている

（建築数が少ないのではなく、需要に追いつかない状態） 
・(新築住宅等取得補助⾦)マイホーム取得者と賃貸住宅建設者に補助。賃貸住宅は年間

約20⼾建設→さらに促せる可能性あり 
■賃貸・売買物件があっても条件が合わない（求める物件がない。だから転出） 
１）子育て世帯向け物件が少ない 

○ワンルーム〜1K程度が少ない 
・Uターンした若者などが実家の近くに住みたがるが適した住宅がない 

○3LDK以上の間取りが少ない 
・大手建設業者が家主に対して1LDKの建設を働きかけており、1LDK〜2LDKばかり

が建築される（賃貸用の平均は約80㎡。） 
・子独⽴や配偶者死去後も広い家に住み続けることで、広い住宅に少ない⼈数で住み

続けるといったミスマッチが発生 
・子どもの成⻑に合わせて個室のある住宅を探すものの、求めるタイプの物件情報が

ないことで町外で⾒つけて転出する 
○(他市町村と比べて)築年数が古くなっても家賃が下がらない（借り手過多のため） 
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分野 現状・課題（要因を記述） 
２）町⺠が借りられない 

○外⼈住宅として利用されてしまう。町⺠が借りられない(2.5倍ほどの家賃の例もあ
り)  

○古くてそのまま貸せない住宅が多い（建物を壊すと固定資産税が6倍になるので壊さ
ない） 

○地主が⼟地活用したくとも、旧借地法による家主保護・権利によってままならない 
■空き家が少ない 

○空家となっても使途を決めておらず放置 
○良い物件が供給されない(リフォームされない) 
・家主が地権者にリフォームを申し出ると家賃改定をつながるので申し出をためら

う 
・有効活用にあたり、除却や改修の支援と同等に、アドバイスや公的機関による買取・

借上げを希望する⼈が多い 
・(新築住宅等取得補助⾦)マイホーム取得者と賃貸住宅建設者に補助。賃貸住宅は年

間約20⼾建設 
・マイホームに対するリフォーム補助⾦は年間約50件活用され、6年間で累積約230

⼾の供給を促進 
■建てられる⼟地が少ない 
１）活用できる⼟地がそもそも少ない 

○そもそも市街化区域内に未利用地が少なく、宅地化可能な⼟地は町の1.6%しかない 
○接道要件を満たさず、建築・改築できない⼟地が宅地の7.7％を占める 
・法令で仲介等手数料の上限が決まっており、不動産会社が手間をかけて権利調整ま

でして物件供給に協⼒することはほぼない 
○まとまった規模の空地がほぼない(賃貸住宅には約300坪は必要。⼾建は30坪、外⼈

住宅は70坪)  
○防衛局が⼟地を買⼊れ（所有者はその資⾦で町外の⼾建住宅等を取得、転出） 

２）地主の活用意欲が低い 
○活用意向の低い一団の⼟地が放置されている 
○家主から買い戻し、新築する⼟地も⾒られ始めている 
○大地主や⺠間事業者などにおいて資産活用をする必要性がない 
・活用を考えていない⼈が35%いることに次いで、⾏政が関わるならば売却しても

よい⼈が15%存在 
・⾏政からの依頼には協⼒するのではないか、といった不動産会社の声 

教育 ■⼩中学校の学⼒が不安 
○放課後の学習時間は、⼩・中学生とも平日の勉強時間1h未満が⼩学生64.2%、中学

生40.2%。休日は⼩学生55.2%、中学生57.1%で、県・全国に劣る 
○中３の放課後の過ごし方は、学習系は県・全国に比べ低く、スポーツやTV・ゲーム

は上回る（中3はテレビゲームを2h以上する割合は68.3%で県・全国を上回る） 
・学校の授業以外の勉強時間が県・全国と比べて少なく、家庭での学習時間が不⾜

（「⾃分で計画⽴てての勉強」ができていない⼩学生34.1%、平日の読書を「まっ
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分野 現状・課題（要因を記述） 
たくしない」が41.6%で県・全国に劣る） 

・学習支援配置事業により、⼩学生は県平均に、中学生は県平均まで2.2ﾎﾟｲﾝﾄにまで
学⼒が伸びた 

■嘉手納らしい教育がされるか不安 
○重点大綱に「嘉手納を愛し、⼼豊かで⼒強く生き抜く子、学び続ける町⺠を育む」

とあり、基本方針において「進取の気性」「国際性」が挙げられている 
■部活動に熱⼼ 

○平日2時間以上部活動に参加している割合は63.8%で県・全国よりも高い 
○中学生では、平日よりも休日の勉強時間によって国・数の正答率に差がみられ、(平

日は部活動に注⼒)休日の勉強時間確保による改善の余地あり 
■学習塾や習い事の場は、⼈数あたりでは少なくはない 

子育て
環境 

■子供の居場所がない 
○気軽に子供を預けられない 
・「子どもを一時的に預けたいと思うことがたまにある」と38.8%が回答 
・祖⽗⺟や知⼈に預ける際に⼼苦しさを感じる⼈が多い(前者26%、後者35%) 
・近年、近所の⼈や親戚にも頼みづらくなった 
・子育て支援について「協働で取り組むべき」が64%の一方で「⾃身が取り組めるこ

と」と思うのは13%。⾃治会活動には20%の住⺠が参加 
○ファミリーサポートセンターが、町⺠(北⾕・嘉手納・北中城)同士の助け合いをサポ

ート中 
・積極的な情報発信と利用促進がなされておらず、利用が進んでいない 
・「まかせて会員」の成り手が少ない・減少している 

○「保育施設の充実」に対するニーズは高い（ただし、待機児童はほとんどいない） 
・⾃宅近くや便利な場所への⽴地ニーズ大(約８割) 
・病児保育に対するニーズは24%にあり 

○公園に遊具が少ない 
・遊具がなく、あっても少ない・古い上、⾒守る親用のパーゴラがない（幼児向け遊

具の充実を90.9%、アスレチック等の遊具の充実を84.5%、日除け･パーゴラの整
備を70.0%の⼈が挙げている） 

・屋良と兼久では整備計画に基づき施設を充実中（他地区でも整備が必要） 
■相談先がない 

○(気の置けない)知⼈がいない⼈もいる 
・施設利用者間のネットワークづくりを求める⼈が多い 
・しかし、そのような⼈はネットワークに⼊らず、なじめないことが多い"  
・社会教育学級補助⾦を創設(R3新設・上限5万円)→今後、気の合う仲間での趣味・

学び合いの促進が期待。さらに、子ども達への郷⼟学習や学習支援等の発展も期
待。 

・各種相談窓口は設置済 
○祖⽗⺟等との同居が減っている 

・義⽗・義⺟とは同居へのためらいが強い 



8 

分野 現状・課題（要因を記述） 
○移住相談があるが対応できていない 

・子育て支援センター等に、住宅物件に関する情報はない 
■医療環境が整っていない 

○⼈口・利用者の減少や医師の高齢化 
■親⾃身が⾃由な時間を持ちたいと希望(29%) 

○63%が一時預かりを私用・リフレッシュ目的で利用を希望 
・預け先の希望順位は、大規模施設＞⼩規模施設＞地域住⺠（料⾦を支払って安⼼

して預けられる所を希望） 
■子が増え、大きくなると住宅が手狭になる 

○3LDK以上の間取りの物件が少ない 
・標準としての２LDKの⼈気が高く、賃貸の回転がよい 
・２LDK程度が建設会社にも家主にも利幅が大きいため建設供給が偏重しがち 

○間取りが広いと家賃が高い 
空間 ■利便性が高くない 

○買い物が不便、北⾕町や読⾕村に消費を吸引されている 
・大規模店が⽴地する余地がない 
・すでに⽴地する店舗で飽和状態であり、新規⽴地は難しい 
・道路や市街地が連続して一体的な生活圏が形成されている（町⺠も認識して生活し

ている） 
○公共交通が幹線道路を中⼼に整備 
・町⺠の利用の頻度が低い 

○各種生活に支障 
■魅⼒的な場所がない 

○北⾕町や読⾕村に吸引されている 
・⾃治会等による生活サービスや安全安⼼な暮らしへのサポートが展開されている 

結婚出
産 

■子供を産めない・産まない 
○収⼊に対する不安が大きい 
・年収が300万円以下は、20歳代では約９割、30〜50歳代でも約７割 

○子どもを希望する数まで産めない理由 
・「お⾦が⼼配」が４割を占め、4⼈以上を理想とする⼈に特に多い 
・「高齢出産が⼼配」を13.6%が挙げ、2⼈を理想とする⼈からも多い 
・「住宅が狭い」は多くはないものの、3⼈以上を理想とする⼈から挙がる 

■結婚しない⼈が増えている 
○経済的な支援を求める⼈が多い 
・「雇用」が17.0%と最も多く、「医療・福祉環境」15.3%、「⾃⽴支援」と「住環境」

が13.6%、「就学費用の負担軽減」が11.9% 
 

各種データについては、次ページ以降に掲載する。 
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人口の動向と増減要因の整理 
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２）人口減少の要因の分析 

分析したデータは次ページ以降の一覧に示すとおりであるが、人生になぞらえて整理すると下図のとおりとなる。 

 

人口減少の要因（まとめ） ：一人の人生になぞらえて整理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

■対応可能性からみた課題のレベル 

 対策を講じなければならない課題 

町として対策を講じづらい課題 

対策を講じるのが望ましい課題 

  

 

①賃貸住宅が見つからない 

 子育て世帯からのニーズは高い 

 【機会損失】 

・新築物件が少ない 

・情報サイトに載る前に成約 

 →あきらめて他自治体へ 

・希望する間取りの住宅がない 

(採算性から1LDKばかり建設) 

②住み替え先の住宅がない 

 町内に住み続けたい人は多い 

【機会損失】 

・希望する間取りの住宅がない 

(3LDK以上の物件がほぼない) 

・戸建住宅をほしくても、建てる

土地がない、分譲住宅がない 

 →あきらめて他自治体へ 

 

③進学先がない 

【どうしようもない】 

・大学が町内や近隣自治体にない 

・高校が１校しかない、周辺自治体

の高校は教育水準が低い 

 →学力の高い子などは一旦町外に

出ざるを得ない 

④就きたい仕事がない 

・人口規模が小さく、周辺都市との

関係上も、若者らに魅力的な仕

事がない、創出しづらい 

 →流行の仕事などやりたいこと

のある子は一旦町外に出ざる

を得ない 

⑤結婚しない・できない 

・所得が低い人が多い傾向 

・所得面で将来の不安もあって

結婚しない人が多い 

 

⑥子を産めない 

・3人以上の子を希望しても、

生活費・教育費が心配 

・子育てへの不安、サポートが

少ない 

⑩家を手放さない 

・空き家になっても放置して活

用しない、手放さない 

・子が独立しても広い間取りの

住宅に住み続ける 

⑪住宅が古い、建替えできない 

・接道しておらず建築不能な土地が散在 

・建替えやリフォームしたくとも地主の

了解を取りづらい家主が多い 

⑧教育に不安 

・学力が身につくか不安 

・授業についていけるか不安 

・自己肯定力が養われるか不安 

 

⑦子育てに不安 

・共働き世帯などで緊急時の預

かりなどで不安 

・子育てで手一杯となり、生活

を楽しめない 

⑨まちの魅力や利便性が低い 

・周辺自治体に魅力的な商業施

設や飲食店、就労の場が多い 

 

・それを心配して

早めに転出 
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※
表

内
の

取
り

消
し

線
は

、
仮

説
と

し
て

設
定

し
た

も
の

の
、

デ
ー

タ
分

析
す

る
中

で
事

実
と

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
が

、
記

録
と

し
て

残
し

て
お

く
も

の
。
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（
方

向
性

→
施

策
欄

）
；

部
会

で
深

く
議

論
し

た
も

の

仮
説

検
証
根
拠

■
中

３
の

放
課

後
の

過
ご

し
方

は
、

学
習

系
は

県
・

全
国

に
比

べ
低

く
、

ス
ポ

ー
ツ

や
TV

・
ゲ

ー
ム

は
上

回
る

（
中

3は
テ

レ
ビ

ゲ
ー

ム
を

2h
以

上
す

る
割

合
は

68
.3

%で
県

・
全

国
を

上
回

る
）

2-
3ⅰ

 嘉
手

納
町

の
子

ど
も

の
放

課
後

の
過

ご
し

方

学
童

保
育

や
放

課
後

子
供

教
室

の
拡

充
等

（
メ

ニ
ュ

ー
見

直
し

等
）

・
従

来
の

放
課

後
子

供
教

室
の

継
続

・
高

学
年

／
中

学
は

休
日

も
活

用
し

、
自

治
会

と
の

連
携

に
よ

る
学

習
支

援
等

■
学

校
の

授
業

以
外

の
勉

強
時

間
が

県
・

全
国

と
比

べ
て

少
な

く
、

家
庭

で
の

学
習

時
間

が
不

足
（

「
自

分
で

計
画

立
て

て
の

勉
強

」
が

で
き

て
い

な
い

小
学

生
34

.1
%、

平
日

の
読

書
を

「
ま

っ
た

く
し

な
い

」
が

41
.6

%で
県

・
全

国
に

劣
る

）

2-
3ⅱ

〜
ⅵ

 R
3全

国
学

力
・

学
習

状
況

調
査

の
質

問
紙

調
査

結
果

家
庭

教
育

支
援

に
よ

る
保

護
者

へ
の

啓
発

・
地

域
を

介
し

た
家

庭
教

育
学

級
の

展
開

・
家

庭
向

け
の

町
HP

等
の

家
庭

教
育

支
援

情
報

の
充

実

★
学

習
支

援
配

置
事

業
に

よ
り

、
小

学
生

は
県

平
均

に
、

中
学

生
は

県
平

均
ま

で
2.

2ﾎ
ﾟｲ

ﾝﾄ
に

ま
で

学
力

が
伸

び
た

2-
4 

全
国

学
力

・
学

習
状

況
調

査
、

県
学

力
到

達
度

調
査

事
業

の
継

続

○
嘉

手
納

ら
し

い
教

育
が

さ
れ

る
か

不
安

W
T教

育
T意

見
嘉

手
納

町
教

育
大

綱

学
校

教
育

の
み

で
な

く
社

会
教

育
、

家
庭

教
育

の
三

位
一

体
で

学
習

社
会

を
形

成
。

総
合

的
な

学
習

の
時

間
で

の
「

ふ
る

さ
と

教
育

」
や

GI
GA

ス
ク

ー
ル

に
よ

る
IC

T教
育

や
国

際
教

育
等

○
部

活
動

に
熱

心
W

T教
育

T意
見

2-
3 

嘉
手

納
町

の
子

ど
も

の
放

課
後

の
過

ご
し

方
、

休
日

の
勉

強
時

間
（

再
掲

）
部

活
動

が
活

発
な

側
面

は
尊

重
し

つ
つ

、
家

庭
学

習
時

間
の

確
保

を
図

る
。

■
学

習
塾

や
習

い
事

の
場

が
多

い
 （

少
な

い
）

2-
5,

6 
学

習
塾

の
立

地
状

況
（

周
辺

都
市

比
較

）
★

52
%が

高
学

年
の

居
場

所
と

し
て

希
望

2-
7 

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
事

業
ニ

ー
ズ

調
査

○
若

い
世

帯
を

中
心

に
、

教
育

費
に

余
裕

が
な

い
●

教
育

費
を

理
由

に
出

産
を

控
え

る
人

が
約

１
割

■
沖

縄
県

事
業

で
、

就
学

援
助

受
給

世
帯

の
小

学
1

年
〜

中
学

3年
、

高
校

2,
3年

に
対

し
て

無
料

塾
を

町
内

で
展

開
中

1-
12

 子
育

て
世

帯
ア

ン
ケ

ー
ト

(再
掲

)
沖

縄
県

子
育

て
総

合
支

援
モ

デ
ル

事
業

 □
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
 の

不
足

2-
7 

子
ど

も
の

居
場

所
（

小
学

校
就

学
後

の
希

望
）

3-
2 

国
勢

調
査

（
H2

2→
27

）
3-

3 
職

員
ア

ン
ケ

ー
ト

同
居

推
奨

補
助

金
（

孫
・

親
の

面
倒

を
見

る
福

祉
の

観
点

も
）

3-
4 

国
勢

調
査

(H
27

)
同

居
の

促
進

（
ひ

と
り

親
へ

補
助

？
）

3-
5 

人
口

ビ
ジ

ョ
ン

転
入

転
出

者
ア

ン
ケ

ー
ト

、
3-

6 
住

環
境

整
備

基
本

計
画

ア
ン

ケ
ー

ト
祖

⽗
⺟

と
の

同
居

促
進

3-
1 

子
育

て
世

帯
ア

ン
ケ

ー
ト

(再
掲

)
3-

7,
8 

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
事

業
ニ

ー
ズ

調
査

、
W

T意
見

(お
金

で
割

り
切

っ
て

)サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

や
す

い
環

境
を

提
供

→
①

公
的

機
関

の
一

時
預

か
り

の
利

用
促

進
、

②
フ

ァ
ミ

サ
ポ

の
利

用
促

進
（

PR
、

登
録

補
助

、
利

用
(お

試
し

)補
助

）
、

③
⺠

間
サ

ー
ビ

ス
の

誘
致

・
利

用
助

成
（

以
上

★
４

）

3-
9,

10
 総

合
計

画
町

⺠
ア

ン
ケ

ー
ト

自
治

会
に

、
若

者
の

声
を

聴
い

て
行

動
す

る
よ

う
提

案
す

る
。

■
積

極
的

な
情

報
発

信
と

利
用

促
進

が
な

さ
れ

て
お

ら
ず

、
利

用
が

進
ん

で
い

な
い

PR
に

よ
る

利
用

推
進

、
保

育
を

超
え

た
提

供
サ

ー
ビ

ス
(教

育
等

)の
拡

充
、

利
用

費
の

一
部

補
助

■
「

ま
か

せ
て

会
員

」
の

成
り

手
が

少
な

い
・

減
少

し
て

い
る

PR
の

推
進

（
高

齢
者

等
へ

の
普

及
、

「
ま

か
せ

て
会

員
」

へ
の

後
押

し
）

●
自

宅
近

く
や

便
利

な
場

所
へ

の
立

地
ニ

ー
ズ

大
(約

８
割

)
3-

14
 子

ど
も

・
子

育
て

支
援

事
業

ニ
ー

ズ
調

査

定
住

促
進

策
と

し
て

は
対

応
な

し
（

充
実

希
望

は
、

転
居

に
至

る
レ

ベ
ル

ほ
ど

強
く

は
な

い
と

思
わ

れ
る

）

●
病

児
保

育
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

は
24

%に
あ

り
3-

15
 子

ど
も

・
子

育
て

支
援

事
業

ニ
ー

ズ
調

査
（

役
場

HP
な

ど
で

の
情

報
発

信
）

□
公

園
に

遊
具

が
少

な
い

3-
16

,1
7 

公
園

の
整

備
状

況
3-

18
 子

育
て

世
帯

ア
ン

ケ
ー

ト
W

T意
見

遊
具

・
パ

ー
ゴ

ラ
等

の
整

備
を

推
進

3-
19

 子
ど

も
・

子
育

て
支

援
事

業
ニ

ー
ズ

調
査

、
W

T、
部

会
意

見
マ

マ
友

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
の

促
進

、
各

種
相

談
窓

口
の

PR

3-
20

 社
会

教
育

学
級

補
助

金
補

助
状

況
当

該
事

業
の

活
用

方
法

や
形

成
グ

ル
ー

プ
の

紹
介

W
T、

部
会

意
見

各
種

相
談

窓
口

の
PR

●
祖

⽗
⺟

等
と

の
同

居
が

減
っ

て
い

る
3-

2 
国

勢
調

査
（

H2
2→

27
、

再
掲

）
W

T、
部

会
意

見
同

居
促

進

○
移

住
相

談
が

あ
る

が
対

応
で

き
て

い
な

い
W

T、
部

会
意

見
W

T、
部

会
意

見
役

場
内

連
絡

会
議

の
定

期
開

催
、

官
⺠

交
え

た
多

様
な

主
体

に
よ

る
情

報
交

換
の

場
・

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
3-

21
 人

口
ビ

ジ
ョ

ン
子

育
て

ア
ン

ケ
ー

ト
W

T、
部

会
意

見
病

院
や

医
者

の
誘

致
は

困
難

→
「

夜
間

相
談

窓
口

」
な

ど
の

充
実

な
ど

3-
22

 子
ど

も
・

子
育

て
支

援
事

業
ニ

ー
ズ

調
査

●
63

%が
一

時
預

か
り

を
私

用
・

リ
フ

レ
ッ

シ
ュ

目
的

で
利

用
を

希
望

★
●

預
け

先
の

希
望

順
位

は
、

大
規

模
施

設
＞

小
規

模
施

設
＞

地
域

住
⺠

（
料

金
を

支
払

っ
て

安
心

し
て

預
け

ら
れ

る
所

を
希

望
）

3-
23

 子
ど

も
・

子
育

て
支

援
事

業
ニ

ー
ズ

調
査 3-

1 
子

育
て

世
帯

ア
ン

ケ
ー

ト
(再

掲
)

フ
ァ

ミ
サ

ポ
の

充
実

と
PR

一
時

預
か

り
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

〇
3L

DK
以

上
の

間
取

り
の

物
件

が
少

な
い

〇
標

準
と

し
て

の
２

LD
Kの

人
気

が
高

く
、

賃
貸

の
回

転
が

よ
い

○
２

LD
K程

度
が

建
設

会
社

に
も

家
主

に
も

利
幅

が
大

き
い

た
め

建
設

供
給

が
偏

重
し

が
ち

3-
24

,2
5 

町
⺠

ア
ン

ケ
ー

ト
（

住
環

境
整

備
計

画
時

）
、

不
動

産
会

社
ヒ

ア
リ

ン
グ

★
２

●
間

取
り

が
広

い
と

家
賃

が
高

い
3-

26
 職

員
ア

ン
ケ

ー
ト

（
一

般
論

）
多

子
世

帯
で

広
い

間
取

り
物

件
に

住
む

こ
と

対
す

る
家

賃
補

助

3-
11

,1
2 

フ
ァ

ミ
リ

ー
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
の

登
録

・
利

用
状

況
3-

13
 フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

の
浸

透
状

況
、

利
用

希
望

●
「

保
育

施
設

の
充

実
」

に
対

す
る

ニ
ー

ズ
は

高
い

（
た

だ
し

、
待

機
児

童
は

ほ
と

ん
ど

い
な

い
）

■
●

○
遊

具
が

な
く

、
あ

っ
て

も
少

な
い

・
古

い
上

、
見

守
る

親
用

の
パ

ー
ゴ

ラ
が

な
い

（
幼

児
向

け
遊

具
の

充
実

を
90

.9
%、

ア
ス

レ
チ

ッ
ク

等
の

遊
具

の
充

実
を

84
.5

%、
日

除
け

･パ
ー

ゴ
ラ

の
整

備
を

70
.0

%の
人

が
挙

げ
て

い
る

）
★

屋
良

と
兼

久
で

は
整

備
計

画
に

基
づ

き
施

設
を

充
実

中
（

他
地

区
で

も
整

備
が

必
要

）

●
相

談
先

が
な

い

○
(気

の
置

け
な

い
)知

人
が

い
な

い
人

も
い

る
W

T、
部

会
意

見

★
●

施
設

利
用

者
間

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

を
求

め
る

人
が

多
い

○
し

か
し

、
そ

の
よ

う
な

人
は

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
入

ら
ず

、
な

じ
め

な
い

こ
と

が
多

い
★

社
会

教
育

学
級

補
助

金
を

創
設

(R
3新

設
・

上
限

5万
円

)→
今

後
、

気
の

合
う

仲
間

で
の

趣
味

・
学

び
合

い
の

促
進

が
期

待
。

さ
ら

に
、

子
ど

も
達

へ
の

郷
土

学
習

や
学

習
支

援
等

の
発

展
も

期
待

。

★
各

種
相

談
窓

口
は

設
置

済

□
義

⽗
・

義
⺟

と
は

同
居

へ
の

た
め

ら
い

が
強

い

子 育 て 環 境

子
供

の
居

場
所

が
な

い

○
気

軽
に

子
供

を
預

け
ら

れ
な

い

3-
1 

子
育

て
世

帯
ア

ン
ケ

ー
ト W

T、
部

会
意

見

■
３

世
代

同
居

が
減

少

■
⽗

子
・

⺟
子

世
帯

の
割

合
が

県
内

第
１

位
★

●
実

家
が

あ
る

こ
と

を
理

由
に

転
入

す
る

人
が

最
も

多
い

(2
4%

)
★

●
特

に
、

6〜
18

歳
の

子
供

が
い

る
世

帯
で

は
、

31
%が

祖
⽗

⺟
や

親
族

が
近

く
に

い
る

こ
と

を
理

由
を

挙
げ

る
（

同
居

は
8.

1％
）

●
「

子
ど

も
を

一
時

的
に

預
け

た
い

と
思

う
こ

と
が

た
ま

に
あ

る
」

と
38

.8
%が

回
答

●
祖

⽗
⺟

や
知

人
に

預
け

る
際

に
心

苦
し

さ
を

感
じ

る
人

が
多

い
(前

者
26

%、
後

者
35

%)
○

近
年

、
近

所
の

人
や

親
戚

に
も

頼
み

づ
ら

く
な

っ
た

●
子

育
て

支
援

に
つ

い
て

「
協

働
で

取
り

組
む

べ
き

」
が

64
%の

一
方

で
「

自
身

が
取

り
組

め
る

こ
と

」
と

思
う

の
は

13
%

●
自

治
会

活
動

に
は

20
%の

住
⺠

が
参

加

★
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

が
、

町
⺠

(北
⾕

・
嘉

手
納

・
北

中
城

)同
士

の
助

け
合

い
を

サ
ポ

ー
ト

中

○
子

育
て

支
援

セ
ン

タ
ー

等
に

、
住

宅
物

件
に

関
す

る
情

報
は

な
い

●
医

療
環

境
が

整
っ

て
い

な
い

□
人

口
・

利
用

者
の

減
少

や
医

師
の

高
齢

化

●
親

自
身

が
自

由
な

時
間

を
持

ち
た

い
と

希
望

(2
9%

)

●
子

が
増

え
、

大
き

く
な

る
と

住
宅

が
手

狭
に

な
る

3-
25

 嘉
手

納
町

住
環

境
整

備
基

本
計

画
（

基
礎

調
査

）
（

20
16

）

（
家

庭
教

育
が

難
し

い
場

合
）

塾
に

通
え

な
い

子
ど

も
へ

の
学

習
機

会
の

提
供

（
通

塾
補

助
）

 ○
経

済
的

に
学

習
塾

や
 習

い
事

に
通

わ
せ

ら
れ

 な
い

W
T教

育
T意

見

★
■

放
課

後
子

ど
も

教
室

を
展

開
中

（
伝

統
芸

能
教

室
な

ど
工

夫
。

余
裕

あ
り

）
★

■
学

童
保

育
を

新
設

予
定

（
各

施
設

の
努

力
で

⻑
期

休
暇

中
の

宿
題

を
サ

ポ
ー

ト
中

）
●

学
校

外
の

教
育

環
境

と
し

て
「

学
童

保
育

で
勉

強
を

見
て

ほ
し

い
」

が
38

.8
%、

「
放

課
後

子
ど

も
教

室
で

勉
強

を
見

て
ほ

し
い

」
が

22
.1

%

3-
1 

子
育

て
世

帯
ア

ン
ケ

ー
ト

(再
掲

)
今

後
の

継
続

に
向

け
て

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ス

ク
ー

ル
・

学
習

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
の

展
開

も
含

め
て

検
討

教 育

学
校

環
境

が
不

安

●
〇

小
中

学
校

の
学

力
が

不
安

2-
1 

町
⺠

ア
ン

ケ
ー

ト
（

学
校

教
育

へ
の

要
望

）
2-

2 
子

育
て

世
帯

ア
ン

ケ
ー

ト 参
考

 中
学

生
の

進
学

状
況

■
放

課
後

の
学

習
時

間
は

、
小

・
中

学
生

と
も

平
日

の
勉

強
時

間
1h

未
満

が
小

学
生

64
.2

%、
中

学
生

40
.2

%。
休

日
は

小
学

生
55

.2
%、

中
学

生
57

.1
%で

、
県

・
全

国
に

劣
る

■
重

点
大

綱
に

「
嘉

手
納

を
愛

し
、

心
豊

か
で

力
強

く
生

き
抜

く
子

、
学

び
続

け
る

町
⺠

を
育

む
」

と
あ

り
、

基
本

方
針

に
お

い
て

「
進

取
の

気
性

」
「

国
際

性
」

が
挙

げ
ら

れ
て

い
る

■
平

日
2時

間
以

上
部

活
動

に
参

加
し

て
い

る
割

合
は

63
.8

%で
県

・
全

国
よ

り
も

高
い

■
★

中
学

生
で

は
、

平
日

よ
り

も
休

日
の

勉
強

時
間

に
よ

っ
て

国
・

数
の

正
答

率
に

差
が

み
ら

れ
、

(平
日

は
部

活
動

に
注

力
)休

日
の

勉
強

時
間

確
保

に
よ

る
改

善
の

余
地

あ
り

教
育

サ
ー

ビ
ス

が
不

安

分 野
表
層
課
題

現
状
・
課
題

要
因
・
根
本
要
因
 
、
 
★
：
期
待
・
可
能
性

検
証
根
拠

方
向
性
→
施
策

テ
ー
マ
：
嘉
手
納
町
の
人
口
減
少
問
題
の
解
決
 
 
目
標
：
人
口
増
加
を
図
り
、
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
14
,0
00
人
を
達
成

■
：

統
計

デ
ー

タ
か

ら
検

証
□

：
デ

ー
タ

か
ら

検
証

（
信

憑
性

は
高

く
は

な
い

）
●

：
ア

ン
ケ

ー
ト

か
ら

検
証

〇
：

部
会

・
W

T・
ヒ

ア
リ

ン
グ

等
か

ら
検

証
ー

：
事

務
局

に
お

け
る

想
定

（
仮

説
）

（
取
り
消
し
線
は
、
調
査
し
た
が
実
証
で
き
な
か
っ
た
仮
説
）

≪
人
口
減
少
要
因
整
理
表
≫

※
表

内
の

取
り

消
し

線
は

、
仮

説
と

し
て

設
定

し
た

も
の

の
、

デ
ー

タ
分

析
す

る
中

で
事

実
と

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
が

、
記

録
と

し
て

残
し

て
お

く
も

の
。
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※
表

内
の

取
り

消
し

線
は

、
仮

説
と

し
て

設
定

し
た

も
の

の
、

デ
ー

タ
分

析
す

る
中

で
事

実
と

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
が

、
記

録
と

し
て

残
し

て
お

く
も

の
。
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（２）地域のニーズや実態の把握 

統計データのみならず、住民や事業者の声も交えた現場の状況を十分に加味して検討するため、

子育て世帯アンケートや職員アンケート、不動産事業者ヒアリングも行った。 

 

１）子育て世帯アンケート 

役場のホームページで子育て世帯に周知するとともに、子育て支援センターなどでチラシを設

置して依頼することで、子育て世帯に対したアンケートを実施した。 

■諸元 

項目 内容 

実施時期 令和３年９月 10 日（金）～９月 19日（日） 

回答方法 
役場ホームページに掲載したリンク及びチラシに掲載した QR コー

ドを用いて、google フォーム上にて回答 

回答数 286 

結果については、巻末に掲載する。 

 

２）職員アンケート 

職員に対して、庁内システムを通したアンケート調査を実施した。 
■諸元 

項目 内容 

実施時期 令和３年９月 17 日（金）～９月 22日（水） 

回答方法 庁内システムを通したフォームにて回答 

回答数 221 

結果については、巻末に掲載する。 

 

３）不動産事業者ヒアリング 

町内で営業する２つの不動産事業者に対して、オンライン会議システムを用いて、近年の嘉手

納町を取り巻く不動産の状況や問い合わせ・ニーズの状況などについて幅広くヒアリングを行い、

人口減少に関連する事項について整理した。 
■諸元 

項目 内容 

実施時期 ・令和３年９月 10日（金）～９月 14 日（火） 

回答方法 ・オンライン会議システムを用いたヒアリング 

回答者 
・徳里住建 

・徳里ハウジング 

結果については、巻末に掲載する。 
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２．データの分析の結果に基づく新たな人口減少対策の提案 

（１）人口減少対策として取り組む範囲・考え方 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方向性 

○これまでの政策・施策・事業の見直し・改良を行って的確に運用 

○全庁的に行政として「どこまで踏み込むか」の姿勢を明確にする 

○各課で責任をもって展開するとともに、町長直轄で進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  人材育成    教育       官民共同   人的支援   経済的支援 
  まちづくり  ハード 整備      普及啓発          情報発信 

取り組みやすい 取り組みにくい 

大きな効果を期待 

効果があるか不明瞭 

⑪住宅が古い、建替えできない 

⑩家を手放さない 

③進学先がない 

②住み替え先の住宅がない 

①賃貸住宅が見つからない 

④就きたい仕事がない 

⑧教育に不安 

⑦子育てに不安 

⑨まちの魅力や利便性が低い 

⑥’子を産まない 

⑥子を産めない・産まない 

⑤結婚しない・できない 

現状の施策レベル 

どこまで 
踏み込みか 

現在の施策展開水準 
(役場としての踏み込みレベル) 

■背景 

・平成27年度の嘉手納町まち・ひと・しごと創生総合戦略では、人口減少対策として各種政策・施

策・事業を位置づけて展開してきた。５年間の第Ⅰ期を振り返ると、それらには以下の特徴があ

り、人口減少に対して一定の効果を得てきた。 

○庁内で合意形成されやすいもの 

○住民や事業者などにも理解されやすいもの 

○即効性がありそうなもの 

・しかしながら、以下の課題も懸念されており、対応が求められている。 

○対策はとっているが、人口減少の歯止めはかかっていない 

○経済的な支援が多く、費用対効果の面から持続性に不安がある 

○同様に、低所得者向けの福祉施策の支援策が多く、他の所得層の世帯向け施策と歳入面で

不安がある 
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■理念 

 

○人口減少は町政運営における根幹課題であり、役場をあげて総力戦で取り組む。 

○嘉手納町は、実質的な行政区域面積が極めて狭い自治体であり、先祖代々、大切に活用してきた

土地を、官民連携で有効に活用していく。 

○嘉手納町の土地問題は、基地の存在や大地主の存在、取引方法など特殊な事情があるため、本町

にふさわしい独自の施策を主体的に考えて積極的に展開する。 

 

 

■方針 

 

１．人口減少を取り巻く現状・要因や課題を正しく認識 

データの活用・信頼とともに、最新の動向や町民の意識の把握、情報の共有を大切にする。 

 

２．ビジョンや計画の共有 

ビジョンを正しく理解し、自らも関与しながら計画を作成して共有する。 

 

３．各課における主体的な施策・事業展開 

経済的支援のみならず、担当する施策の充実化や、情報発信や普及啓発など展開しやすい施策を

積極的に展開する。 

民間の土地の有効活用の働きかけ・共同事業に加え、町有財産も積極的に活用する。 

 

４．着実な事業展開と目標実現 

着実に検討を進めて決定し、事業を計画的に展開する。また、「補助事業を設ける・事業を実施 

する」ことが目標ではなく、「事業の成果がきちんと出ているかを確認し、必要に応じて運用の 

見直しや新規取組みの展開、場合によっては事業廃止も行いながら的確に事業を展開する」こと

を各部署及び町長直轄（移住定住に特化した「人口減少対策セクション(係)」を創設）で進行管

理する。 
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（２）展開する施策と、検討・実践事項及びロードマップ 

人口減少への対応として、以下の施策について、担当する部署で責任をもって計画的に検討・調整を行って、方法や内容の決定と予算化を行い、ロードマップに沿って計画的かつ着実に事業を展開していく。 

 

施策名・概要 
ロードマップ 

備考 
R4年度前半 R4年度後半 R5,6年度 R7年度～ 

①-1「住まいるコンシェルジュネットワーク(仮)」の構築 

・土地・建物の資産活用、住まい探しやマッチングなど住宅に関

する相談や、子育てなどに関する相談に乗る連携体制を構築。 

・土地・建物の資産活用、リバースモーゲージやリースバック、

定期借地権制度、建物リフォームやコンバージョン、住まい探

しやマッチングなど住宅に関する情報周知、相談・提案を受け

る、役場と民間事業者による連携体制を構築。 

 

1)子育て相談窓口情報一元

化発信（子ども家庭課・企

画財政課） 

2)相談連携体制構築(都市

建設課・子ども家庭課・企

画財政課) 

3)庁内・民間事業者連携体

制の検討（企画財政課） 

1)相談窓口の運用、連携体制の維持・

活用(都市建設課・子ども家庭課) 

2)官民連携体制の構築、情報交換会

等の運営（企画財政課） 

〃 〃  

 

①-2住み替えに向けた町民への啓発 

・リバースモーゲージやリースバック、定期借地権制度など住み

替え制度の啓発活動を推進。 

・銀行など金融機関との連携を検討。 

・住み替え推進事業を検討。 

1)金融機関との協議の検討

新規事業の検討・予算化 

2)住み替え事業推進に向け

た事業・普及啓発の検討

（企画財政課） 

1)金融機関との協議 

2)新規事業の検討、予算化（企画財政

課） 

3))住み替え推進に向けた」普及啓発

（企画財政課） 

1)金融機関との住み替え促進

策の展開（企画財政課） 

  

②定住促進事業・リフォーム助成事業の見直し 

・リフォーム助成事業は、一定規模以上の賃貸住宅を追加。 

・定住促進事業は、一定規模以上の住宅への補助の上乗せ。 

・同居推進に向けた取組を展開。 

・子育て世帯に向けた住宅所得支援の検討。 

1)これまでの助成事業の評

価と見直し、新規事業の

検討・予算化（都市建設

課・企画財政課） 

1)リフォーム助成事業の展開（最終

年度）（都市建設課） 

2)定住促進事業の延長展開（都市建

設課） 

3)新規事業の詳細検討・予算化（都市

建設課・企画財政課） 

1)見直した助成事業による助

成開始 

（都市建設課） 

〃 

（実績や効果を見ながら） 

 

③低未利用地の活用促進（ランドバンク事業） 

・大規模な低未利用地、接道不良の宅地等を抽出し、権利者への

意識啓発等を展開。 

・必要に応じ町が主体となって土地の有効活用事業を展開する。 

・憲章や条例等の策定など、町内の機運を高める施策が必要。 

1)庁内・民間事業者連携体

制の検討、庁内体制の構

築、コーディネート業務の

予算化（企画財政課） 

1)官民連携による組織づくりの準備

会の設立（企画財政課・都市建設課） 

1)組織の設立 

2)ランドバンク事業の展開

（都市建設課と新組織） 

1)組織の運営 

2)ランドバンク事業の展開

（都市建設課と新組織） 

・大規模な土地について

は、PPPなど有効活用を

継続的に検討し、提案 

④土地の有効活用 

・住宅建設可能な土地を生み出すため、防衛局買入れ土地と公園

や駐車場等を交換・移設し、有効活用を推進。 

（屋良第2公園等） 

・通所型福祉施設も移設などを含めて立地を推進。 

・新たな住宅建設地を確保するため、民間の土地活用を検討。 

 

1)活用方法の検討 

（企画財政課・都市建設課） 

1)活用計画の検討・調整、予算化 

（企画財政課・都市建設課） 

1)活用に向けた事業の実施 

（企画財政課・都市建設課） 

〃 

 

 

 

⑤学童保育や放課後こども教室の拡充及び学習時間の確保等 

・「一定時間は机に向かう習慣づけ」を導入するよう依頼。 

・3-4年生は公共施設等での文化活動やスポーツ活動等を展開。 

・小学校高学年／中学生は休日も活用し、自治会との連携による

学習支援等を展開。 

・学童保育、放課後こども教室で一体的、連携して実施して、学

習支援を実施する。（本町の方針として） 

1)放課後学習の習慣化に向

けた検討 

2)公共施設や自治会等での

学習環境整備の検討 

3)学習支援型への検討（社

会教育課、子ども家庭課、

企画財政課） 

1)放課後学習の習慣化に向けた検

討・調整 

2)公共施設や自治会等での学習環境

の確保の調整、提供促進（社会教育

課、子ども家庭課、企画財政課） 

1)放課後学習の習慣化に向け

た取組の展開（社会教育課、

子ども家庭課） 

〃 

 

・未就学児の保育・教育

の分離についても認定

こども園の設置の検討

とともに、手厚い教育

と効率化に向けた保幼

小接続の検討を進め

る。 

⑥家庭教育支援による保護者への啓発 

・地域との連携によるアウトリーチ型の家庭教育学級を展開。 

・町HPや講演会、広報誌等により、家庭教育の普及啓発を充実。 

1)情報発信方法の検討 

（社会教育課） 

2)アウトリーチ体制の検討

（社会教育課、子ども家庭

課、子育て支援センター） 

 

1)発信情報の充実化 

（社会教育課） 

〃 

 

〃 
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施策名・概要 
ロードマップ 

備考 
R4年度前半 R4年度後半 R5,6年度 R7年度～ 

⑦ファミサポの利用促進 

・積極的PR(出生届の際に渡す情報群の整理、保健所・保育所以

外でもPR)、お試し補助券の給付、「まかせて会員」養成講座の

充実等を展開。 

1)情報発信方法等の充実化

の検討（子ども家庭課） 

2)お試し利用券の検討、予

算化（子ども家庭課） 

1)積極的な情報発信の展開（子ども

家庭課） 

2)お試し利用券の配布・運用（子ども

家庭課） 

〃 〃 〃 

⑧多世代が集まって交流できる公園の整備 

・公園内の遊具の新設や更新を行うとともに、東屋・パーゴラ（日

除け）の設置などによって「たまれる場」をつくる。 

・さらに、子ども以外も集って交流したくなる諸活動の展開を促

進・支援。（地域における社会教育の場など。） 

1)公園のあり方の検討 

（企画財政課、都市建設課） 

2)遊具等整備計画の検討 

（都市建設課） 

1)公園を利用しての諸活動の推進

（都市建設課） 

2)遊具等の予算化の検討（都市建設

課） 

 〃 

 

 

 

⑨若年層への支援 

・結婚を機にUターンする人に、町内消費限定商品券の配布や引

越費用の補助、日本学生支援機構(旧日本育英会)による奨学生

と嘉手納町人材育成会による学資貸費生に対して貸与金の償

還を一部免除・全額免除。（同居の場合は上乗せ。） 

・大学の学費等で苦労する幅広い世帯への奨学金返済負担の軽

減化の検討。 

・国の結婚新生活支援事業を活用し、移住してくる新婚夫婦を支

援。 

・(３人目以上もしくは全員に)出産のお祝い金を支給。 

・子育て世帯に向けた家賃補助の検討。子育て世帯への経済支援

の検討。 

 

 

1)人材育成会学資貸与事業

の所得制限基準の再検討 

2)新たな奨励策等の検討 

3)両奨学金の減免化の検

討、予算化（企画財政課・

社会教育課） 

4)結婚新生活支援事業を検

討（福祉課） 

5)子育て世帯に向けた家賃

補助の検討（子ども家庭

課・企画財政課）子育て世

帯への経済支援の検討 

1)人材育成会学資貸与事業の所得制

限基準の検討・調整、予算化 

2)新たな奨励策等の予算化 

3)両奨学金の減免の導入に向けての

検討（社会教育課） 

4)結婚新生活支援事業に向けての検

討（福祉課） 

5)子育て世帯に向けた家賃補助を実

施（子ども家庭課）子育て世帯への

経済支援の実施に向けた検討 

1)町人材育成会の所得制限基

準の見直し 

2)新たな奨励策等の展開 

〃 ・中高所得層の税負担に

対する不満解消や、給食

費無料など不正受給、町

外通学児童等への対応

など要制度改善 

●共通 

・進行管理体制：委員会・部会（各年２回各課との調整（適宜））

（企画財政課） 

     

※委員会には諮らなかったものの部会やワーキンググループで整理されたものを含む。 

 

以降、それぞれの施策について、ロードマップ並びに今後詳細に検討すべき事項について、部会並びに委員会に置いて議論を行い、整理した。 

なお、表内には取り消し線で表示された文章があるが、部会やワーキンググループで議論・検討された痕跡として残しているものである。 
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施策名 ①-1「住まいるコンシェルジュネットワーク(仮)」の構築 

事業概要 ・土地・建物の資産活用、住まい探しやマッチングなど住宅に関する相談や、子育てなどに関

する相談に乗る連携体制を構築。 

・土地・建物の資産活用、リバースモーゲージやリースバック、定期借地権制度、建物リフォ

ームやコンバージョン、住まい探しやマッチング、住替えサポートなど住宅に関する情報周

知、相談・提案を受ける、役場と民間事業者による連携体制を構築。 

ロード 

マップ 

1)相談窓口・連携体制 

 

2)庁内・民間事業者連携体制 

 

R4 

前半 

○相談連携体制構築(都市建設課・子ども家

庭課、企画財政課) 

・「住宅」と「子育て」各々に関する相談の種

類を分類しながら、関係する部署を一覧化 

・相互の情報のやり取り・紹介について、組

織同士で合意しておく 

○子育て相談窓口情報一元化発信（子ども家

庭課など関係部署、企画財政課【初回】） 

・「相談窓口一覧＋わからなければまず子ども

家庭課へ！」といった一枚紙をまとめる 

・子育てに関する多様な部署を集めて趣旨を

説明し、取組みを促す。初回は企画財政課

が場を設けて参加を呼び掛ける 

○庁内・民間事業者連携体制の検討（企画財

政課） 

・左の「住宅」「子育て」とともに、連携の可

能性のある部署や主体を整理する 

 

 

R4 

後半 

○相談窓口の運用(都市建設課・子ども家庭

課など) 

・相談体制について周知・広報する 

・相談内容について記録をとり、相談体制の

対応を検討するとともに、施策として反映

すべき事項を検討する 

○相談案内の冊子作成と配布(企画財政課・

子ども家庭課など) 

・相談窓口の一覧に加えて、各課の行う内容

や「各種助成・補助メニュー」についても

わかりやすいように整理して冊子をデザイ

ン・印刷し、配布する。 

○官民連携体制の構築、情報交換会等の運営

（企画財政課） 

・建築・不動産事業者から役場に依頼したい

ことやその逆の事項、近年の住宅市況や住

民ニーズなどについて共有する情報交換会

を随時開催する 

・子育てに関係する官民の支援施設が役場に

依頼したいことやその逆の事項、近年の住

民ニーズなどについて共有する情報交換会

を随時開催する 

 

R5,6 

 

 

・住宅相談体制については、ランドバンクを

取り巻くネットワークへの発展を見込む) 

長期 
 

 

 

詳細検討メモ 

事業詳細 

① 

住宅に関する相談窓口情報一元化 

・住宅に関する様々な相談の局面を想定し、相談先を一元化することで、全庁的に取り組む姿

勢を明確にして町民・事業者に周知する。 

・（町外から）住みたい時、（町内で）住み替えたい時 

・建替えたい時、新築したい時  ・・・補助金の明示と併せて 

・土地活用したい時、活用時に困った時 

 

事業詳細 

② 

子育てに関する相談窓口情報一元化 

・R3事業として予算化できなかった相談窓口や支援策集について、予算がなくても「相談窓口

一覧＋わからなければまず子ども家庭課へ！」といった一枚紙をまとめる 

■（とにかく困った時は）子ども家庭課（保健師） 

・子育て支援センター（社会福祉士）   ・青少年センター 

・教育委員会              ・小中学校   など 

・いつまでに作るか？ →R4の1,2月中に、企画財政課で場を設けて関係部署に参加を呼び掛

け、関係者で話し合いをしてとりまとめまで行う。（A4紙１枚で、「このような時は○○へ」

といった一覧で整理。） →R4度に、冊子を作成して配布できるようにする。 

・役場の関係部署の窓口等に、作成した相談先一覧書類を設置する。 

 

事業詳細 

③ 

庁内・民間事業者連携体制 

・「住宅」「子育て」とともに、連携の可能性のある部署や主体をリストアップする。 

○住宅：中部地区宅地建物取引業者会（34班～42班、計100社）のうち嘉手納町内事業者(約

20社だが精査が必要。)、全日本不動産協会 沖縄県本部((株)徳智開拓、合同会社オクマ

商事、株式会社オーライ、のみ)、この他、建築士会、建設業界、金融機関(嘉手納町銀行

協会５社あり)、などもリストアップ ＋ 【都市建設課、企画財政課、・・・】 

○子育て(R4度見込み)：民間学童保育施設４つ、行政系保育施設２つ ＋ 【子ども家庭

課、・・・】 

※特に建設・不動産事業者は、庁内に事業所がなくても関与している企業が多々あることか

ら、声をかける場合には、慎重に選定することが重要。 

・民間事業者との連携についてどのような項目で協力できるか検討する。 

事業詳細 

④ 

 

・ 
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施策名 ①-2住み替えに向けた町民への啓発（①-1と関連） 

事業概要 ・リバースモーゲージやリースバック、定期借地権制度など住み替え制度の啓発活動を推進。 

・銀行など金融機関との連携を検討。 

・住み替え推進事業を検討。 

ロード 

マップ 

1)金融機関との協議、新規事業 

 

2)住み替え推進に向けた事業 

 

R4 

前半 

○金融機関との協議（企画財政課） 

・住み替えを促進するためのローンや融資

のメニューの創設などを、金融機関に相

談する 

 

○住み替え推進に向けた普及啓発の検討（企画

財政課） 

・住み替えを促すために普及啓発すべき情報に

ついて検討する 

○住み替え推進に向けた事業の検討（企画財政

課） 

・住み替えを促すための事業について検討する 

 

R4 

後半 

○金融機関との協議 

○新規事業の検討、予算化（企画財政課） 

・住み替えを促進するためのローンや融資

のメニューの創設などを金融機関と細部

を調整して制度化する 

・展開に向けた支援策などの事業を検討

し、予算化する 

 

○住み替え推進に向けた普及啓発の展開（企画

財政課） 

・住み替えを促すために必要な情報について普

及啓発する 

○住み替え推進に向けた事業の展開（企画財政

課） 

・住み替えを促すための事業を展開する 

 

 

R5,6 

○金融機関との住み替え促進策の展開（企

画財政課） 

・住み替えを促進するためのローンや融資

のメニューの創設などを金融機関が展開

する 

 

 

 

長期 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細検討メモ 

事業詳細 

① 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

事業詳細 

② 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

事業詳細 

③ 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

事業詳細 

④ 

 

・ 
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施策名 ②定住促進事業・リフォーム助成事業の見直し 

事業概要 ・リフォーム助成事業は、一定規模以上の賃貸住宅を追加。 

・定住促進事業は、一定規模以上の住宅への補助の上乗せ。 

・子育て世帯向けの住宅支援策や同居推進に向けた取組を展開。 

ロード 

マップ 

1) 助成事業の評価と見直し 

 

 

R4 

前半 

○これまでの助成事業の評価と見直し、新規事業の検討（都市建設課、企画財政課） 

・助成事業の成果について、費用と成果を整理し、費用対効果を含めて評価する 

・定住促進事業の成果について評価し、運用方法について幅広く１年をかけて検証する 

・子育て世帯向けの住宅支援策について検討する 

・同居推進に向けた取組を検討する 

 

R4 

後半 

○リフォーム助成事業の展開（最終年度）（都市建設課） 

○定住促進事業の制度見直し等検討（都市建設課） 

○これまでの助成事業の評価と見直し、新規事業の詳細検討、予算化（都市建設課、企画財政

課） 

・リフォーム助成事業の目的を修正（経済対策から移住定住対策へ） 

・助成事業の成果について、費用と成果を整理し、費用対効果を含めて評価する 

・子育て世帯向けの住宅支援策について検討する 

・同居推進に向けた取組を検討する 

 

R5,6 

○見直した助成事業、定住促進事業による助成開始（都市建設課） 

・見直した助成事業について、趣旨を正しく伝えながら、的確に運用を図る 

・見直した旨を、全町民や建設・不動産事業者に対して背景や目的も含めて的確に広報し、新

たな助成事業が有効に活用されるように普及啓発する 

 

 

長期 

○随時、運用状況を見ながら、補助基準やPR方法を見直し 

・見直しにあたっては、建築・不動産事業者との意見交換を十分に行う 

・制度の活用件数をみながら、追加PRの必要性や助成額の見直しを的確に行う 

 

 

 

 

 

 

詳細検討メモ 

事業詳細 

① 

上乗せする「一定規模以上」の具体数値の検討 

１）まず、数十万円の補助の上乗せによって「１LDK→２LDKを建設しよう」というモチベーシ

ョンにつながるのか、要検討。 

２）その上で、子どもの成長に合わせて住み替えを希望する世帯が望む住宅について供給促進

を図る必要があるが、その面積規模をいくつに設定すべきかを検討する。 

・近年の新築住宅の平均は、賃貸住宅は80㎡（なお、戸建住宅は約110㎡） 

・国土交通省が示す都市型住宅の居住誘導水準(４人世帯)では、95㎡ 

・賃貸住宅情報サイトを見ると、近隣自治体内の３LDK～の物件の面積はおおむね58㎡以上 

 →例えば「60㎡」などとして、継続的に検討する。 

３）「５年間の時限措置」など、有効期限を設けることで建設を促進。 

事業詳細 

② 

助成金額と対象 

・現在、本人による新築ならば50万円、リフォームや業者による新築ならば30万円としている

が、どの程度にするか。（「同居促進」を目的に、キッチンやトイレなどの水回りの整備など

を想定して助成することも一案。内装をきれいにするだけでも入居率は向上するだろう。） 

・新築物件数については従来(年間約35戸)の1.5倍、リフォームについては従来(年間約60戸)の

2.0倍の申請があると想定すると、予算総額は、前者で2,500万円、後者で3,500万円と試算。 

・建替えを伴わない「アパート棟の解体・除去」だけについても宅地供給には効果があるので

補助を検討する。 

・神戸市のように、中高所得者層をイメージして施策を誘導することで、一定程度税収増加の

期待も込めた形で施策を展開していくことが有効。 

※神戸市「子育て支援住宅取得補助事業」：中学生以下がいる世帯か夫婦ともに39歳以下である

世帯が住宅を取得する際に、リノベを伴う場合には50万円を補助（市外からの転入者には70

万円）。また、建替えの場合には100万円を補助(同120万円)、宅地購入の場合には50万円(同

70万円)。 

※名護市「空き家住宅改修支援事業」：市民が、一年以上空き家である住宅を改修して居住する

際に、経費の36%(最大36万円)を補助。（市内事業者による施工限定。） 

 

事業詳細 

③ 

PRの充実（積極的な働きかけ） 

・現在のPR方法では、リフォームや新築に対して補助があることが十分に浸透していないと考

えあれることから、新たな補助基準の展開のタイミングなどで、積極的にPRをして促進して

いくことが重要。 

※住宅・子育て相談窓口の紹介時に、併せて各種補助事業についてもわかりやすく発信する。 

事業詳細 

④ 

検討スピードと早急な周知 

・読谷村や北谷町の宅地開発が目前に迫っており、大幅な転出に対する喫緊な対応が求められ

ていることから、「リフォームの対象化」や「一定要件物件への上乗せ補助」などについては

早く検討して打ち出し、転出を未然に抑えていかねばならない。 
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施策名 ③低未利用地の活用促進（ランドバンク事業） 

事業概要 ・大規模な低未利用地、接道不良の宅地等を抽出し、権利者への意識啓発等を展開。 

・必要に応じ町が主体となって土地の有効活用事業を展開する。 

・憲章や条例等の策定など、町内の機運を高める施策が必要。 

ロード 

マップ 

1) 庁内・民間事業者連携体制 

 

2) ランドバンク事業 

 

 

R4 

前半 

○庁内・民間事業者連携体制の検討、庁内体制

の構築、コーディネート業務の予算化（企画

財政課） 

・設置目的と対象とする事業の範囲に基づき

(右表の事業詳細①１参照)、巻き込むべき主

体も併せて検討（右表の事業詳細①２参照） 

・そのうち、庁内の検討体制については今年度

中に構築し、趣旨を共有しておく 

・次年度、体制構築にあたって調査・調整すべ

き事項を整理し、外部(第三者)委託の必要性

と調査調整内容を決定し、予算確保 

・国交省モデル事業への応募の検討(買入れ地

の活用といった特殊性を織り込む等) 

○ランドバンク事業の内容・事業範囲の検

討（企画財政課、都市建設課） 

・幅広い可能性のあるランドバンク事業に

ついて、設置目的と対象とする事業の範

囲を検討（右表の事業詳細①１参照） 

・まきこんだ際の組織体制について検討

（右表の事業詳細②参照） 

・役場の関わり方として、人的支援と資金

的支援の規模について検討（右表の事業

詳細③参照） 

 

R4 

後半 

○官民連携による組織づくりの準備会の設立

（企画財政課、都市建設課） 

・ランドバンクの設置に向けた準備会を設置 

・組織同士の連携の場（組織・部署の長が参

加）と、実務者レベルの意見交換の場の２種

類を設置して準備 

・実際の事業展開を想定した組織運営のシミュ

レーション・実証 

・委託契約等により、第三者に客観的に調査検

討・提案してもらい、関係者との調整にも関

与してもらうのも一案 

○ランドバンク事業の内容・事業範囲の細

部の検討（企画財政課、都市建設課） 

・先の話し合いを通して、展開する事業と

その担い手、それをサポートする連携体

制について検討・調整 

・特に、資金の調達・融資の可能性につい

て、十分に金融機関と調整 

・大規模な土地については、PPPなど有効活

用を継続的に検討し、提案 

 

R5,6 

○組織の設立（都市建設課と新組織） 

・決定に基づき組織を設立し、運営を開始 

 

○ランドバンク事業の展開（都市建設課と

新組織） 

・官民連携により事業に着手 

長期 

○組織の運営（新組織） 

 

 

 

○ランドバンク事業の展開（新組織） 

・経営安定化に向けた事業の複合・アウト

ソーシングの検討・展開（町営住宅・町

民住宅のマネジメント） 

 

詳細検討メモ 

事業詳細 

① 

ランドバンクに関与する組織・主体のリストアップ 

１）どこまで踏み込む事業をするか、の検討・明確化 

・未接道敷地への対応（窓口で相談に乗る、アドバイザー派遣、権利調整のつなぎ役、権利

調整への直接介入(仕事として受けて代行)、土地を一時的にでも買い取って自身の土地と

して改良整備して売却(もしくは賃貸)、公共用地としても活用） 

・空き家リフォーム、空き家委託管理事業、空き家再販売事業 

・空き家マッチング（仲介。不動産事業者に任せるか） 

・準公共的事業（普及啓発、リフォーム促進支援や助成など） 

２）１のレベルに応じて、必要なスキル・経験などを想定し、関与が求められる主体を検討 

・役場（都市建設課（道路）、企画財政課（土地利用）） 

・建設事業者（組合？、主要事業者を選定できる？） 

・不動産事業者（中部地区宅地建物取引業者会（34班～42班、計100社）のうち嘉手納町内事

業者(約20社だが精査が必要。)、全日本不動産協会 沖縄県本部((株)徳智開拓、合同会社

オクマ商事、株式会社オーライのみ) 主要事業者を選定できる？） 

・金融機関(嘉手納町銀行協会５社あり)   など 

 

事業詳細 

② 

ランドバンクの体制（パターン） 

・①の検討と並行して、体制のパターンを検討 

a.役場主導型（不足技術等を随時民間事業者等に委託。プロジェクトマネージャーを設置し

て任せる方法もありうる。(交付税の活用も可。)） 

b.官民連携組織型（官民で出資・責任を持った体制を構築し、特定の不動産会社など出資し

た事業者等を中心に事業を展開） 

c.第三者的新組織型（新組織を設立して第三者的客観的立場のリーダーの下で随時官民に相

談・連携を働きかけながら事業を展開） 

 

事業詳細 

③ 

予算規模・収入源 

・ランドバンク自体の事業規模と、行政予算としての支援・拠出規模を検討 

○(特) つるおかランド・バンク令和２年度決算： 

 収入約1,500万円（うち市役所委託/補助800万円、会費/寄付340万円、自主事業160万円） 

 支出約1,500万円（うち人件費660万円、外注費440万円） 

 

 

事業詳細 

④ 

 

・ 
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施策名 ④土地の有効活用 

事業概要 ・住宅建設可能な土地を生み出すため、防衛局が買い入れた土地と公園や駐車場等を交換・移

設し、有効活用を推進。（屋良第二公園等） 

・通所型福祉施設も移設などを含めて立地を推進。 

・新たな住宅建設地を確保するため、民間の土地活用について検討。 

ロード 

マップ 

1) 防衛局の買い入れ土地の活用 2)住宅地建設地確保するための民間の土地

活用の検討 

 

R4 

前半 

○活用方法の検討 

（企画財政課・都市建設課） 

・活用方法を検討（右表の事業詳細②参照） 

 （既に買い上げられた土地の活用方法、今

後、買い入れが見込まれる土地における活用

の可能性の検討） 

・買い入れに至らないよう展開する防衛策の必

要はあるだろうか？（右表の事業詳細①参

照） 

 

○活用候補地の検討 

（企画財政課・都市建設課） 

・活用が可能な土地について検討する（右

表の事業詳細④参照） 

 

※R3度に、空き地・空き家の実態調査を都

市建設課で実施中。報告に基づき、次年

度の検討の方向性を検討 

R4 

後半 

○活用計画の細部の検討・調整、予算化 

（企画財政課・都市建設課） 

・検討した活用可能性のある買い入れ地・見込

み地について、活用に向けた実施計画を検討

し、関係機関・地権者等との調整を行う 

・当該敷地の規模や地価などから、予算額を検

討する（右表の事業詳細③参照） 

 

 

○活用候補地の活用方法の検討 

（企画財政課・都市建設課） 

・活用が可能な土地について、具体的な活

用方法について検討する 

 

 

R5,6 

○活用に向けた事業の実施 

（都市建設課・企画財政課） 

・活用計画を実施する 

・特に、購入して終わりでなく、その土地の利

用・活用についてもマネジメントを徹底する 

 

○活用に向けた事業の実施 

（都市建設課・企画財政課） 

・活用計画を実施する 

 

 

長期 

 

 

 

 

 

 

詳細検討メモ 

事業詳細 

① 

防衛局に買い入れる前の防衛策 

１）買い入れを申し出る前に、町役場に事前相談を義務付けorお願いする。 

・徹底できるか？ 条例を策定するまでのことか？ 

・そもそも事前相談があっても、町で買い取れるか？ 申し出者にメリットを提示できるか？

（ただでさえ、（防衛局による買い入れ時には譲渡所得の5,000万円特別控除特例(長期譲渡所

得税率20%)が適用されるメリットがある。） 

２）町民へ、売りたい土地がある際はまず役場に相談してもらうようお願いするといったこと

を検討する。 

・対応の余地がある事例が生じそうか？ 

 

事業詳細 

② 

活用事例の具体案件の候補（検討対象と可能性） 

１）検討対象（現に、交換、活用の可能性のある買入れ地） 

・屋良第二公園＋隣・奥のくぼ地 ＝ どのように活用する方向とするか（住宅？） 

・ふれあいパーク等 

２）可能性がありそうな土地、それに着目した活用方法の案 

・通所型福祉施設の移設 ・・・福祉の面から、民間事業者も含めて活用の機会を共有する 

・公共駐車場、道路管理ヤード 

 

事業詳細 

③ 

予算規模 

・買入れ申し出のあった土地を購入する場合、予算規模はどの程度か？ 

 （予算規模の面から、できることを検討。） 

＜参考＞制度開始から約40年間で約2.5haを買い入れ（→年あたり600㎡≒6,000万円程度） 

 

 

事業詳細 

④ 

活用候補地 

・現時点で、活用が考えられる候補地はどこか、具体的な用途は何か 

・そのような体制で検討していくか、WTで提案された土地についてはどうか 

 例）・中央公民館跡地 

   ・給食センター跡地 

   ・暴露試験場跡地（水釜第二住宅の建替え余剰地） 

   ・ネーブルカデナ 

   ・大地主所有地 など 

 

事業詳細 

⑤ 

 

・ 

 

 

  
※表内には取り消し線で表示された文章があるが、部会やワーキンググループで議論・検討された痕跡として残しているものである。 
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施策名 ⑤学童保育や放課後こども教室の拡充等 

事業概要 ・学童保育、放課後こども教室で一体的、連携して実施して、学習支援を実施する。（本町の

方針として） 

・「一定時間は机に向かう習慣づけ」を導入するよう依頼。 

・3-4年生は公共施設等での文化活動やスポーツ活動等を展開。 

・小学校高学年／中学生は休日も活用し、自治会との連携による学習支援等を展開。 

・学校の宿題（内容情報ではなく、どこでどのくらいの時間対応するか）について検討。 

ロード 

マップ 

1) 放課後学習の習慣化 2) 公共施設や自治会等での学習環境整備 

 

 

R4 

前半 

検討（社会教育課、子ども家庭課、企画財政

課） 

・最低限確保するべき学習時間（学年ごと）

を明確にする（＊教育指導課が検討） 

・学習支援に係る人員配置計画の検討 

・学習支援人材の報酬の在り方の検討（学習

支援専門とした人材／塾等（民間事業者活

用が主たる検討事項）の活用にあたり） 

・学習支援に係るボランティアの育成 

 

検討（社会教育課、子ども家庭課、企画財政

課） 

・全児童預かり事業にかかる制度設計 

・町児童生徒受入れ実施場所の検討（展開の

段階に応じた計画）、速やかに実施可能な場

所の抽出 

・利用想定する公共施設（複合施設の場合は

区分毎）の管理者との協議 

・自治会との調整 

 

R4 

後半 

検討・調整（社会教育課、子ども家庭課、企

画財政課） 

・嘉手納小の民営学童はじめ各施設における

学習支援活動のモニタリング 

・町方針の現場での浸透状況・改善事項の共

有への関係部課/教育委の連絡会議の定期的

開催 

 

調整（社会教育課、子ども家庭課、企画財政

課） 

・利用想定する公共施設での空間整備 

・運用についての検討 

・放課後の子ども達の居場所についての、地

域連携のあり方の検討（部活動の含む） 

 

R5,6 

取組の展開（社会教育課、子ども家庭課） 

・効果測定をしながら、推進 

 

継続 

 

調整、提供促進（社会教育課、子ども家庭

課） 

・担い手の拡大に向けた取組み。 

・運用上の課題はないか。 

 

長期 

 

継続 

 

 

 

継続 

詳細検討メモ 

事業詳細 

① 

放課後学習の習慣化 

・嘉手納町の子どもの学習時間が少ないことに関して、「全町」的認識をもち、最低限確保する

べき時間、なぜ確保しなければならないのかについて、町行政から町民に広く共通認識をも

つ必要がある。 

・これまでの現場担当者やボランティア任せではなく、学習支援について専門スキルをもつ人

材の活用の検討。 

 

 

 

 

事業詳細 

② 

公共施設や自治会等での学習環境整備 

・放課後の子供達居場所を求める者すべてを受け入れることができるキャパシティを確保する

ために、既存公共施設等での学習環境整備を図る。速やかに実施が可能な施設と、調整が必

要な施設など、洗い出す必要がある。 

・ロータリープラザ（町中心に位置し、学習メニューをフロア毎に分けることができる。）につ

いては、施設内用途別に（2F公民館、3F外語塾、4F図書館、5F視聴覚室等、6F健康増進セン

ター）管理者と協議を行い、子どもたちの受入れ体制を検討する必要がある。（日替わりフロ

アをローテーションする方法なども考えられる。） 

・また必要に応じて、空間整備（改修）を行う必要がある。 

 

 

 

事業詳細 

③ 

学童保育、放課後こども教室の連携による学習支援 

・町の方針として、両取組み・官民連携を図る体制をどのように構築するかが重要。 

 

 

 

 

 

事業詳細 

④ 

 

・ 

 

 

 

 

 

  
※表内には取り消し線で表示された文章があるが、部会やワーキンググループで議論・検討された痕跡として残しているものである。 
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施策名 ⑥家庭教育支援による保護者への啓発 

事業概要 ・町HPや講演会、広報誌等により、家庭教育の普及啓発を充実。 

・地域との連携によるアウトリーチ型の家庭教育を展開。 

ロード 

マップ 

1) 情報発信 2)アウトリーチ型の家庭教育の展開 

 

R4 

前半 

検討（社会教育課、子ども家庭課、子育て支援

センター） 

・他事例・県（教育委員会広報媒体）等を参

考に、発信情報の整理 

・嘉手納町HPでの掲載すべき基幹情報の検討 

・町広報・LINEでの発信する頻度・時期につ

いての検討 

・未就学児の子育てに係る届出・申請・健診

機会で啓発情報を渡せるよう、子育て関連

部署（子ども家庭課部局）との情報整理・

調整・連携を図る 

・関係課の庁内情報連携を図る（情報共有の

会議）ことと、町民への一元化した窓口の

担当を明確化（担当課決定）する 

検討（社会教育課、子ども家庭課、子育て支

援センター） 

・施策①-1「住まいるコンシェルジュネット

ワーク(仮)」の構築」事業詳細に記載の

「子育てに関する相談窓口情報一元化」 

 にて、問合せの元の町民へ専門資格者等を

派遣することが想定されるため、施策①-1

にて問合せを受けた後の対応フローを検討

しておく。（左欄の5項目目による対応） 

 

R4 

後半 

充実化（社会教育課、子ども家庭課、子育て支

援センター） 

・嘉手納町HPでの掲載 

・町広報・LINEでの定期的なPRを実施 

・町教育委員会開催の家庭教育講座（民間教

育団体等の活用）の実施（PTA等を通じた周

知） 

 

 

R5,6 

 

継続 

 

 

 

 

長期 

 

継続 

 

 

 

 

詳細検討メモ 

事業詳細 

① 

啓発方法 

１）町のHPに掲載する場合 

・とくに重要で、最低限伝えておきたい内容を端的に記す（冗長になることを避ける） 

・若い世代になじみやすいイラスト等を差し込み、親しみやすさを出すことが重要 

・より詳細な情報は、文部科学省、県教育委員会（県事業「親のまなびあい」プログラム等の

紹介ふくむ）などのHPのリンクを掲示する 

・町広報については、沖縄県南城市 

 《2021年3月号》自己肯定感を育む家庭教育 | 南城市役所 (city.nanjo.okinawa.jp) 

 が参考になる。 

 

 

 

事業詳細 

② 

予算規模 

・対応いただける専門家・資格者への謝金程度ではないか。（数万円×園数×回数。100万円程

度ではないか。） 

 

 

 

 

 

 

 

事業詳細 

③ 

 

・ 

 

 

 

 

 

事業詳細 

④ 

 

・ 

 

 

 

 

 

  



92 
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施策名 ⑦ファミサポの利用促進 

事業概要 ・積極的PR(出生届の際に渡す情報群の整理、保健所・保育所以外でもPR)、お試し補助券の給

付、「まかせて会員」養成講座の充実等を展開。 

ロード 

マップ 

1)情報発信方法等の充実化 

 

2)お試し利用券の発行 

 

 

R4 

前半 

○充実化の検討（子ども家庭課児童福祉係） 

・出生届の際に渡す情報群の整理 

→目次作成、類似資料の調整 

（施策①―１で発信する相談窓口一覧にも記

載） 

・子育て支援センター・保育所・役場各窓口

などでの幅広いPR可能な機会の検討 

・担い手確保の充実方法の検討 

 

 

 

○検討（子ども家庭課児童福祉係） 

・一度は体験を促すために、「お試し利用券」

の配布が有効かを検討 

・現在ある低所得者等向けの「500円券」の活

用の可否 

・対象者・配布機会の検討（予算との兼ね合

い、右表の事業詳細②参照） 

・北谷町と北中城村との調整は必要。（同時に

実施することになる可能性も考えられる。） 

 

R4 

後半 

○積極的な情報発信の展開（子ども家庭課児

童福祉係） 

・出生届の際に、整理された情報群を渡す 

・広報やイベント時の告知など、ことあるご

とにPRを実施 

※広報の特集記事を要望（企画財政課へ。）。

毎年1,2回は詳細な会報を作成して様々なコ

ンテンツが既にあることを活かして作成。 

・担い手の拡大に向けた取組（講習会、スキ

ルアップ、表彰など） 

 

 

○詳細検討、予算化（子ども家庭課児童福祉

係） 

・一度は体験を促すために、「お試し利用券」

の配布が有効かを検討 

・現在ある低所得者等向けの「500円券」の活

用の可否 

・対象者・配布機会の検討（予算との兼ね合

い、右表の事業詳細②参照） 

・北谷町と北中城村との調整は必要。（同時に

実施することになる可能性も考えられる。） 

・１回700円に対して、一部を町で補助・負担

する方法についても検討 

R5,6 

 

 

 

 

○お試し利用券の配布・運用（子ども家庭課

児童福祉係） 

 

 

長期 

 

 

 

 

詳細検討メモ 

事業詳細 

① 

お試し利用券の有効性 

・一度は体験を促すために、「お試し利用券」の配布が有効かを検討 

（十分な情報発信・広報でも十分効果が期待できるのではないか。） 

（「券」としての経済的な支援策は、既に展開されているので十分。） 

 

 

 

事業詳細 

② 

お試し利用券の対象者・機会、予算規模 

１）出生時のみに渡す場合 

・年間出生数：最大150人。 500円券×１０枚の配布として＝７５万円／年 

課題：転入してきた赤ちゃん・子育て世代に「お試し」を促せない。 

２）出生時と検診時に渡す場合 

・出生、１歳、２歳、３歳で渡す場合＝ 同じく１０枚として＝３００万円／年 

３）その他 

・入園祝、小学校入学祝として配布＝各７５万円／年の歳出増 

・・・「お試し」の名称変更も有効 

 

 

事業詳細 

③ 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

事業詳細 

④ 

 

・ 
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施策名 ⑧多世代が集まって交流できる公園の整備 

事業概要 ・公園内の遊具の新設や更新を行うとともに、東屋・パーゴラ（日除け）の設置などによる

「たまれる場」をつくる。 

・さらに、子ども以外も集って交流したくなる諸活動の展開を促進・支援。（地域における社

会教育の場など。） 

ロード 

マップ 

1)公園のあり方の充実 

 

2) 遊具等整備 

 

 

R4 

前半 

○あり方の検討（企画財政課、都市建設課） 

・魅力あるまちづくりに向けて公園はどうあ

るべきか、どういう空間になるべきかを検

討（公園の規模別・住民の身近さ別） 

・そのために充実すべき機能をとりまとめ 

 

○遊具等整備計画の検討（都市建設課） 

・例年のトレンドでよいか、増額要求する

か。 

・東屋・パーゴラ（日除け）の設置の賛否に

ついて、管理と活用効果の両面から検討 

 

R4 

後半 

○公園を利用しての諸活動の促進（都市建設

課） 

・公園が活用され、人が交流することで住み

よい街と実感してもらえるように、イベン

トの開催やキッチンカーの受け入れ・呼び

かけなど、公園の有意義な利用方法に関す

るＰＲを実施 

・地域住民による主体的な運営組織の形成の

呼びかけ（＋奨励）も一案（右表の事業詳

細②参照） 

 

 

○遊具等の整備（都市建設課） 

・遊具等を計画的に整備 

 

○整備費用の予算化（都市建設課） 

・次年度整備分を引き続き検討 

（住民の声を反映する、数年間のスパンでの

整備計画の検討など。右表の事業詳細①参

照） 

R5,6 

 

継続 

 

 

 

 

継続 

長期 

 

継続 

 

 

 

 

継続 

詳細検討メモ 

事業詳細 

① 

遊具等の整備費用の予算化（単年度、複数年度） 

・近年の予算額・整備実績に基づいて検討する。 

・遊具の耐用年数(木製10年、金属製15年)を標準として点検を行いながら的確に更新。 

・街区公園はトイレの設置義務はないが、住民ニーズに対応して適度なトイレの設置を検討。 

・なお、パーゴラ（日除け）については、浮浪者などがたむろしないように、日射しだけを防

ぐ設備を検討。（雨風はしのげないようにする。）さらに、設置効果が高そうな公園で行うと

ともに、薄暗い雰囲気をつくらないよう、樹木の管理・伐採や清掃・草刈りなども徹底して

行う。（水釜公園、ふれあいパーク、屋良第二公園など。） 

 

 

事業詳細 

② 

地域住民による主体的な運営組織の形成の呼びかけ（＋奨励） 

・公園愛護会（草とりやごみの管理など）に加えて、イベント開催や各種会合との連携につい

て検討。さらに、放課後に子どもを預かるプレイリーダーの確保・育成などはどうか。 

・ボランティアで樹木を切る緑樹会や公園の清掃グループによる管理を徹底するとともに、地

域住民が気軽に利用しつつ集まりも開くよう促していく。キッチンカーも気軽に利用できる

旨を伝えるなどして受け入れ・呼びかけを行うなど、公園の有意義な利用方法に関するＰＲ

を実施。 

 

 

 

事業詳細 

③ 

 

・ 

 

 

 

 

 

事業詳細 

④ 

 

・ 

 

 

 

 

 

  

※表内には取り消し線で表示された文章があるが、部会やワーキンググループで議論・検討された痕跡として残しているものである。 
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施策名 ⑨若年層への支援 

事業概要 ・結婚を機にUターンする人に、町内消費限定商品券の配布や引越費用の補助、嘉手納町人材育

成会による学資貸費生に対して貸与金の償還を一部免除・全額免除。（同居の場合は上乗せ。） 

・大学の学費等で苦労する幅広い世帯への奨学金返済負担の軽減化の検討。 

・国の結婚新生活支援事業を活用し、移住してくる新婚夫婦を支援。 

・子育て世帯に向けた家賃補助・経済支援の検討。 

ロード 

マップ 

1) 人材育成会学資貸与事

業・新たな奨励策 

2) 奨学金の減免

化 

3) 結婚新生活支援

事業（内閣府） 

4) 子育て世帯への家

賃補助経済支援 

 

R4 

前半 

○所得制限基準の再検討

（社会教育課） 

・現行の貸与事業の対象が

低所得者層に偏っていな

いか、借りたい親・子の

ニーズはどこにあるのか

を再確認 

・その上で、現在の適用状

況と予算規模から、所得

制限の基準の見直しが必

要かどうかを検討 

 

○減免化の検討、

予算化（社会教

育課、企画財政

課） 

・制度の学習、導

入自治体へのヒ

アリング等 

・日本学生支援機

構への連絡、町

内の奨学生の状

況把握→予算規

模の検討 

○結婚新生活支援

事業を検討（福

祉課） 

・国の制度の学習 

・どのくらいの負担

量になりそうか、

南城市と恩納村に

ヒアリング 

・予算規模の検討

（右表の事業詳細

①参照） 

○子育て世帯に向けた

家賃補助の検討、予

算化 

・補助すべきかどうか 

・対象の検討（右表の

事業詳細③参照） 

○子育て世帯への経済

支援の検討 

・困窮している子育て

世帯に向け、経済的

な支援を検討 

R4 

後半 

○人材育成会学資貸与事業

の所得制限基準の検討・

調整（社会教育課） 

・所得制限の見直しの検討 

○新たな奨学金負担の軽減

策等の検討、予算化（企画

財政課、社会教育課） 

・必要性を協議（右表の事

業詳細②後段参照） 

・実施する場合には予算化 

○両奨学金の減免

の導入に向けて

の検討（社会教

育課） 

 

○結婚新生活支援

事業に向けての

検討（福祉課） 

 

○子育て世帯に向けた

家賃補助を実施（子

ども家庭課） 

・実施 

○実施に向けての調整 

 

R5,6 

○町人材育成会の所得制限

基準の見直し運用（社会

教育課） 

○新たな奨励金等の支給

（社会教育課） 

 

実施 

 

実施 

 

 

長期 

 

継続 

 

継続 継続  

詳細検討メモ 

事業詳細 

① 

結婚新生活支援事業の予算規模 

※特別交付税措置であり、国補助率1/2で、町も1/2を負担。 

・年間婚姻数平均50組(うち移住は約30世帯。)×30万円＝約900万円の1/2裏負担。(転入してく

る夫婦共に34歳以下で340万円未満夫婦のみ対象。) 

・離婚時や転居時、別居時の取扱等、細則について要確認。結婚・移住して一定期間の義務付

けを行うことへの無理と徹底管理を行う上での手間にも十分な配慮が必要。 

→貧困対策であれば、既に結婚している若年世帯も支援すべきであり、導入にあたっては町民

に不公平感が残るので不要であり、「貧困対策」とも言い切れないので福祉課ではなく「地方

創生・人口対策(転入促進)」の文脈として企画財政課で所管する方がなじむ、との部会意見

あり。 

事業詳細 

② 

嘉手納町人材育成会の対象者拡充、減免予算規模 

・嘉手納町人材育成会による学資貸費生に対して、貸与金の償還について、一部免除もしくは

全額免除とすることはどうか。 

例）県内の高校在学(月1.5万円)～県外の大学在学(月4.0万円)の７年間で、約250万円

を貸与。 

・継続貸与者18名（計660万円）、新規貸与者10名（計440万円）、入学準備金10名（計

300万円）の計約1,400万円を貸与。 

（高校１年生～転出している大学生は、計約1,100人いる(１学年150人程度。)） 

→対象者が少なく、全体の3%程度しか受給できない低所得者向けの施策となっている。実際に

は、中所得世帯も大学進学は経済的に厳しいので、施策の見直しを検討していく。 

→上記の中所得世帯向けには、地元金融機関と協力した教育ローンの金利調整・利子補給につ

いて、不動産ローンと同様に役場が提案・働きかけを行いながら制度化を検討。 

・日本学生支援機構による奨学金については、町が肩代わりして返済しても国の負担（特別交

付税措置）であるならば取り組む方向で検討する。 

・同居時の優遇策については、Uターン時の奨学金で対応するか、Uターン者一般への支援で対

応するか、要検討。 

事業詳細 

③ 

子育て世帯への家賃補助 

・（読谷村などでの大規模な住宅地開発が見込まれ、町民が多く転出する恐れを背景に、）家賃

の高い町内の賃貸物件を選んでもらえるように家賃補助をすべきかどうか。 

・家賃補助の対象の検討（賃貸住宅居住者のみ？、転入世帯のみ？、いつまでするのか、いく

らするのか） 

→「家賃補助」をしても物件がない。転出した後の賃貸住宅・空き家を埋めるために家賃補助

をするのでは、後追い的な施策であって避けるべき。また、転入者だけを優遇することへの

町民の反対も懸念される。結果的に、低所得者を招く恐れとともに、補助期間後には転出す

るといった効果への疑念もある。 

事業詳細 

④ 

 

・ 

 
  

※表内には取り消し線で表示された文章があるが、部会やワーキンググループで議論・検討された痕跡として残しているものである。 



98 
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（３）人口ビジョンと施策の関係 

地方創生人口ビジョンでは人口14,000人への増加を目標として設定しているが、その目標の実現

に向けて、今回検討した新たな施策が効果を発揮する場面を想定すると以下のように整理される。 

 

＜人口ビジョンとの連動に対する考え方＞ 
 

                             具体施策（充実）    
   目標・予⾒   具体⼈口(⼈数はｲﾒｰｼﾞ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（４）積み残し課題 

検討や議論等を行う過程で生じた、「人口減少対策」というテーマを超越した町政経営にかかわ

る事項・課題について整理する。 

 

１）「町土地活用推進会議」の設置 

町全体の土地利用に関しては、「町土地活用推進会議」を設置し、活用の方向性を決定し、実現

の進行管理を行うことが求められる。 

（人口減少対策としての宅地の創出も、本会議で全体の進行を管理。） 

１）大規模敷地・跡地：  有効活用 

２）二種区域：  防衛局買上げ地の有効活用・交換分合 

３）密集・低密度住宅地： ランドバンク事業 

４）町営住宅・町民住宅： 改修は行うが町で所有はしない、転居者には家賃補助でカバー 

５）公園： 遊具等の整備の優先順位、リニューアル 

 

新規転入必要人口 

 

500人 

Ｕターン  100人 

若者・新婚世帯 

の移住(転入) 

 

 400人 

転出予見人口 

 

年間600人 

転出抑制人口 

 （住み替え） 

200人 

転出人口の穴埋め 

 （転入） 

 

400人 

②リフォーム促進事業 

(同居促進(上乗せ補助)) 

①新規住戸供給・確保促進 

(定住促進事業(新築) 

＋リフォーム助成事業(事業者追加)) 

 

③新規住戸供給・確保促進 

(定住促進(新築賃貸)(広面積促進(上

乗せ補助)) 

 

⑤住み替え促進策 

(情報発信・金融機関連携など、啓発を

含む) 

 

④宅地の供給 

・大規模敷地の有効活用 

・アパート棟の解体費補助 
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２）「人口減少対策」を責任もって展開する部署の設置 

町長直轄の下、各部署・各分野の職員と協議・意見交換をしつつも、人口減少対策に向けた部

署間連携や施策・事業の進行管理を徹底して行う部署の設置が必要である。（自ら手を動かす以上

に、各課の力を引き出しながら展開させて目標を達成させていく役割。） 

（職員の数、ないし知識経験、もしくは統率する能力に不安があれば、Ｒ３総務省創設の「プ

ロジェクトマネージャー」の招聘も一案（650万円の特別交付税措置。）） 

同時に、各部署においても、日常の業務に追われて政策展開・事業実施が滞ることのないよう、

職員研修や評価体系の見直し、行政改革・組織再編・人員配置の適正化も行っていくことが重要

である。（役場ＯＢの再任用や活躍の促進等も含める。） 

 

３）現在、町で暮らす住民への公平な支援・生活サービスの提供 

現在の支援策が、低所得者に偏重していないか、といった議論・検証をすべきである。 

また、現在の支援策が、人口増加に向けた「転入者」に偏重していないか、現に町内で暮らす

住民が幸せに暮らし続けられるよう「定住者への支援(≒転出抑制)」にももっと配慮すべきでは

ないか、といった議論・検証をすべきである。 

そのためには、町民の属性別・人生のステージごとに見た定住促進・暮らしやすい環境づくり

と支援策について整理し、議論・精査することも必要である。 
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第２章 ランドバンク実現化手法の検討 

 

１．定住促進事業の効果測定 
 

（１）定住促進事業の費用対効果 

平成29年度より開始した定住促進事業は、総事業費1.03億円、100棟の206戸の住宅新設を生み出

す。（年度途中のため、その見込み。） 

新設された住宅には、町外からの転入者、もしくは町内での転居者が暮らすが、令和３年５月時

点で139世帯389人（2.8人/世帯）が暮らすうち、町外転入が51.1％を占める。 

以上から、５年間の実績として、「町外転入244人、町内転居(転出抑制)334人」の計578人の人口

減の抑制に寄与したと言え、費用対効果は17.65万円/人である。 

なお、年間の転出数・転入数はおおむね600人程度であり、５年間の実績は１年分の転入促進に匹

敵する規模であり、転入促進や転出抑制に大きな効果を及ぼしていると言える。 

■定住促進事業による住宅への居住者(令和３年５月時点) ■５年間の人口減少抑制効果(見込み) 

 

 

 

 

 

      ■人口動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

  

世帯 人 割合
町外転入 71 164 51.1%
町内転居 68 225 48.9%
計 139 389

世帯 人
町外転入 105 244
町内転居 101 334
計 206 578
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（２）住宅着工に関する自治体間比較 

周辺市町村の住宅着工状況を見ると（令和２年度以降、住宅着工統計は市町村別データが非公

表。）、令和元年度において、嘉手納町の住宅新築着工は92戸と少なく、人口千人当たり6.8戸/千人

であって、読谷村や北谷町に比べると約４割少ない水準である。（このうち49戸は、前項の定住促進

事業によるものである。） 

      ■周辺市町村別の住宅着工動向 

 

 

 

 

 

 

 

建て方別にみると、沖縄市や読谷村は一戸建と共同住宅がほぼ同数に対し、本町は、北谷町ほど

ではないものの一戸建の占める割合が低い。 

 ＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新築の物件数自体が少ない。 
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（３）周辺自治体との開発ポテンシャルの差 

本町では、密集市街地地区整備事業を、２番地

地区(約２ha)を含む中央区地区(約18.5ha)で行

っており、2026年度の事業完了を目指している。 

 

読谷村では、現在、３つの土地区画整理事業が

進行中であり、最近では昨年度新たに、返還され

たトリイ通信施設の一部を含む大木南地区でも

約4haの土地区画整理事業が認可され、2024年度

までの事業完了を予定している。３地区で、計

4,000人超の受け入れがなされる予定である。 

 

 

  

出典：広報よみたん(2021.5月号) 
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北谷町でも、桑江伊平土地区画整理事業が進められ、令和２年度に事業が完了した。本土地区画

整理事業による計画人口は約4,600人となっており、既に住宅の建設・移住が進みつつある。 

以上のとおり、近隣市町村の宅地供給は盛んであるとともに住環境が整備され、便利になり、魅

力が増している。このため、嘉手納町からの転出・移住が増えるおそれが高く、その規模も小さい

ものでは収まらないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：北谷町役場桑江伊平土地区画整理事業ホームページ 
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＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※③定住促進奨励金については、令和８年度まで継続する。 

 

（４）評価、今後の施策展開の方向性 

本町の宅地並びに住宅は極めて不足しており、入居希望者による物件の奪い合いが生じている状

況にある中、充実した子育て支援策の好評判等もあってその需要は高く保たれている。 

このような状況下で、宅地の供給や成人後の定着を図るべく展開している定住促進事業について

は、結果として住戸が多く供給され、５年間計で年間の転入数と同程度の転入促進・転出抑制とな

っていることから、人口の維持に大きな効果をもたらしているといえる。 

このため、定住促進事業については今後も継続が望まれる。ただし、以下の点について対策を講

じるべきと考えられる。 

①「１戸あたり 30万円」の補助金基準については、費用対効果を高めるために極力、世帯人員

の多い世帯への補助を推進することが望まれる。また、本町の転出者には「子供の成長に合わ

せた住宅取得」を理由とする世帯が多いこともあり、周辺の土地区画整理事業区域内の土地を

購入して住宅を建設するなどして転出する恐れが非常に高いことから、床面積・部屋数の多い

住宅の建設を誘導していくことが望まれる。すなわち、子どもが 2,3 人いる世帯の継続入居

を意図して「３LDK 以上の住宅」とすることが案として考えられる。 

②近隣市町村では、土地区画整理事業によってこれからも宅地分譲が頻繁に行われていくとと

もに、空地が散在する中で行われるマンション・アパート建設により、宅地・住宅の供給が活

発に行われ続けると見込まれる。また、高齢化の進行により、相続後も未利用のまま眠る土

地・住宅が増えると見込まれる。このため今後の本町においては、補助金による土地・住宅所

有者への建設促進策以上に、積極的に土地・住宅所有者に働きかける施策を創設し、展開する

必要がある。  
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２．ランドバンクが担う機能の検討 
 

（１）「ランドバンク」の必要性 

１）建て詰まりの土地が多く存在する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）未接道敷地や空地については手が付けられない状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）“行政が関与するならば考えてもいい”と考える地権者は少なくない 
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４）「ランドバンク」の必要性 

以上から、行政が関与して、不動産事業者や建設会社などと連携して地権者等と交渉し、建て

詰まりの土地の活用を図ることで、宅地を創出し、人口増加を図る必要があるといえる。 

 

 

（２）「ランドバンク」の担う機能 

 

１）先進事例の分析 

国土交通省において「ランドバンク」に関するモデル事業が展開されるなど、全国的に各地で

様々なチャレンジが行われているが、中でも先陣を切って展開されているのが山形県鶴岡市の取

組みである。その取組状況は以下の通りである。 

  ■(特)つるおかランド・バンクにおける多様な取組み 

ランドバンク事業（小規模連鎖型区画再編事業） 
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■(特)つるおかランド・バンクの組織体制・収支決算状況（公表物） 
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事業内容として、小規模連鎖型の区画整理事業を中心に、空家バンクや空き家のコンバージョ

ンなどが行われている。NPO法人であるが、行政も参加する多様な事業者が関わる形で経営されて

おり、資金的には過半は市が補助金ないし委託費として供給しており、国のモデル事業費もあっ

て、自主事業による収入は１割強の160万円となっている。 

先進事例といえども、自立経営がなされるには相当な行政の関与が必要な取組といえる。 

 

２）担うべき機能 

鶴岡市の例を参考としつつ、前項の本町における課題や土地・建物の立地活用傾向から、担う

べき機能を検討する。 

併せて、当該機能を発揮する主体についても検討するため、組織形成に関する次項で併せて検

討することとする。 
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３．運営体制の検討 
 

（１）多様な主体の連携の必要性 

土地や建物の活用にあたっては、賃貸・管理・整備・売却など、多様なスキル(資格・免許)と

経験が必要であるが、下図のとおり、町内には多様な事業者が事業を行っている。また、行政の

みで展開するには効率が悪いことから、町内の多様な事業者のノウハウ・経験の活用が必要と考

えられる。 

そのため、各事業者が連携しつつも儲けながら日常業務で行う形で関与してもらうことで、各

主体に主体的に(事業として収益を得ながら)関わってもらうことができ、理想的な「持続」につ

なげやすいと考えられる。 

   ■土地・建物の賃貸・管理・整備・売却の手法と事業者の整理 
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  ■参加を見込みたい組織と役割・協力内容 

業種 具体機能・属性 役割・協力内容 

１．不動産

事業者 

土地の売買・賃借 土地・住宅の売買や賃貸借の手続 

物件情報の発信 

これまでの地主・家主との関係に関する情報共有 

縁のある地主・家主への打診同行 

活用アイデアの提供           など 

住宅の賃借 

住宅の売買 

２．開発・

建設会

社 

ゼネコン・建設会社 整備・建設事業の展開 

活用アイデアの提供           など 

建築士 住宅リフォーム時の設計 

これまでの地主・家主との関係に関する情報共有 

縁のある地主・家主への打診同行 

活用アイデアの提供           など 

３．金融 銀行・信託銀行 事業主への融資（優遇金利等） 

その他、資金調達方法等のアイデアの提供（リバ

ースモーゲッジやリースバック、定期借地権制度

などの資産活用提案など） 

これまでの地主・家主との関係に関する情報共有 

縁のある地主・家主への打診同行     など 

４．士業 弁護士 契約書の作成支援、監修 

トラブル発生時の法的対応        など 

司法書士・行政書士 書類作成代行              など 

税理士 不動産取引時のアドバイス 

決算・納税手続き支援          など 

５．マネジ

メント 

事業計画策定・進行管理 (行政への)事業進行・契約代行等の管理支援 など 

施設・資産管理・施設運

営 

(リフォーム等借受時)賃貸住宅等の物件の管理 

など 

６．マーケ

ティン

グ 

PR・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ会社 「(仮)カデナ式ランドバンク事業」のイメージ戦

略づくり、広告媒体発信         など 

WEB 制作運営会社 事業及び物件情報の発信         など 

７．役場 町長 意思決定・進行管理 

町内の事業者・地主や家主へのメッセージの発信 

町外への情報発信 

企画財政課 業務全体の戦略策定 

計画的かつ効果的な遂行 

各種団体への根回し・調整        など 

都市建設課 個別の土地・住宅の整備・活用に関する進行管理 

道路や水道、公園等の整備 

各事業者との情報交換と指示（町からの契約・補

助金支給等を含む。）           など 

子ども家庭課 事業の情報発信、口コミ協力 

入居する子育て世帯への情報提供     など    
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  ■参加を見込みたい組織 

業種 具体機能・属性 思いあたる団体・企業 

１．不動産

事業者 

土地の売買・賃借 中部地区宅地建物取引業者会（34 班～42 班、計

100 社）のうち町内事業者(約 20 社)、全日本不動

産協会沖縄県本部((株)徳智開拓、(合)オクマ商

事、(株)オーライ) 

住宅の賃借 

住宅の売買 

２．開発・

建設会

社 

ゼネコン・建設会社 建設工事等指名登録事業者など 

建築士 (一社)沖縄県建築士事務所協会（町内は１社の

み） 

３．金融 銀行・信託銀行 嘉手納町銀行協会５社 

４．士業 弁護士 司法書士・行政書士、税理士 

５．マネジ

メント 

事業計画策定・進行管理  

施設・資産管理・施設運

営 

 

６．マーケ

ティン

グ 

PR・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ会社  

WEB 制作運営会社  

７．役場 町長 企画財政課、都市建設課、子ども家庭課  など 

 

 

（２）組織の体制・ガバナンス 

日々、土地や課題を見つけて探求し、宅地を生み出していくには、たゆみない高いモチベーシ

ョンが必要。大きく、使命感からビジョンを掲げて指示を出し着実な進行を担う主体と、計画や

指示に基づいて現地で事業を推進する主体の２種類の組織が必要となる。 

   ■事業推進にあたって必要な機能 
 

    Should ＞ WillMust ＞ Manager ＞ Leader ＞ Player ＞ 協力者 

   使命・命令  義務・必須  進行管理  仲間と事業  担い手   委託・外注 
 
 

行政と民間事業者として分けるのではなく、互いの領域に干渉しあいながら、協力して推進し

ていくことが効果的と考えられる。 

そこで、役場が意思決定し、ビジョンや計画を策定して先導。事業者において、計画に基づい

て事業を遂行することを第一とする。その際、相互の情報交換と立場の理解を図ることで、一体

的かつ有意義に事業を主体的に進めていくことに注力する。 

       

  



 

113 

■組織体制（案） 
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４．事業フロー（例）の検討 
 

（１）ランドバンクの具体の事業フロー（例） 

様々な事業が考えられる中、主要となる以下の事業を取り上げ、事業の流れを検討する。 

■メインで取り扱う典型事業例：「役場に相談→隣接地と交渉→金銭授受等を仲介→各々で建築」 

行為の順 組織 
担当・担い手 

役場主導 協力・通常業務 

土地活用の相談 コンシェルジュ 役場窓口(企画財政

課等) 

 

対応方法の検討 

（個別活用、隣地拡大

活用など。具体の活用

先用途もアイデア出

し。） 

役場担当者会議 

 

企画財政課・都市

建設課連携 

 

事業構想の作成 

（複数パターン→絞り

込み） 

役場担当者会議 

（関係部署・関係職

員へもヒアリング。） 

企画財政課・都市

建設課 

（個別にヒアリング・

構想検討に協力） 

関係地権者へのヒアリ

ング(構想の提示) 

担当コンシェルジュ 企画財政課 （個別に不動産事業者

にも協力依頼） 

複数パターンの決定 

活用計画の作成・方針

の決定 

プロジェクト役場会

議 

→プロジェクト会議 

企画財政課・都市

建設課連携 

 

（公平な呼びかけ→）

不動産会社・建設業

者・建築士、金融機関

等 

※自発的なビジネス提

案を歓迎 

土地購入交渉準備（資

金） 

資金管理部会 企画財政課 

 

金融機関（融資、一次

取得） 

土地購入交渉（対地権

者等） 

土地整備部会 企画財政課 不動産事業者（交渉・

交渉支援） 

事業着手 役場担当者会議 

→町長決定 

  

土地整備 土地整備部会 企画財政課・都市

建設課連携 

（管理・入札※） 

Or 民間としての事

業者選定 

建設業者（応札※・請

負） 

 

 

→設計・工事・引渡し 

各種手続・清算 資金管理部会 企画財政課 不動産事業者（通常業

務） 

司法書士・金融機関

（通常業務） 

事業完了 

→個々で土地活用・売

却 

各地権者  （一般の建設工事、不

動産売買業務へ） 

※部会とは、当該分野に関する官民の実務レベルによる会議体で、官民および事業者間の役割分

担について議論しながら事業の遂行を担うものとして設定。 
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（２）今後のスケジュール 

「ランドバンク事業」は、建て詰まりの小規模な空地・未利用地が散在する本町においては、宅

地の創出の面で大きな効果が期待できるとともに、即効性もあると考えられることから、今後新た

に積極的に取り組んでいく。 

その際、役場のみで展開するのではなく民間事業者と連携し、特に、民間事業者の日常の事業活

動としても巻き込むことを意図して十分な連携を図る。 

具体的には、ランドバンクの事業主体としてNPO法人、民間の事業者、行政など主体となる団体を

検討しなければならない。 

令和３年度中に上記方針・方向性を決定したうえで、令和４年度には行政内部調整を行い、民間

の事業者を交えたキックオフ会議の開催を予定する。 
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全体
〜１LDK 〜２LDK 〜３LDK ４LDK以上 総計

0人 8 9 19 13 49
1人 1 3 6 4 14
2人 2 9 9 6 26
3人 3 5 4 12
4人 3 1 4
5人 1 1 2
総計 11 25 43 28 107

５．その他の施策の検討 
 

ランドバンク事業と並行して展開すべきとまとめた「住み替え促進」と「防衛局買上げ地の活用」

について整理する。 

 

（１）住み替え促進 

 

１）「住み替え促進」の必要性 

 

① 町内に３LDK以上の住宅が極端に少ない 

                         ＜不動産事業者ヒアリング（２社）より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

② 住宅の広さと居住人数がミスマッチしている家庭が多い 

 

＜同居する子どもの数と間取り＞ 

 

 

 

 

 

 

＜子供が増えたら・小学生や中学生になったら住み替える予定の世帯＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

  

出典：不動産情報サービスうちなーらいふ
（2021年8月11日）検索 

○住宅メーカーの勧誘もあって、１LDKばかりが建

設される傾向がある。 

○広い住宅物件は瞬時に成約する傾向。希望者は、

不動産会社にあらかじめ予約を入れている。 

出典：職員アンケート（2021.9実施） 

：子ども及び夫婦用の個室程度がある住宅

：未利用の部屋があると思われる住宅

：子ども及び夫婦用の個室がない住宅

総数                      持ち家                    賃貸住宅 

子どもがいないのに部屋の多い世帯 

子どもが多いのに部屋の少ない世帯 

約２割が住み替えを予定 特に、賃貸住宅で部屋が少ない世帯が検討 
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③ 町内に求める広い住宅がなく転出要因となっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）「住み替え促進」の展開方針 

 

新築やリフォームに加えて、広い住宅に住む少人数世帯からの住宅提供を促すことで、大所帯の

子育て世帯の転出を抑制し、人口維持を図る。 

 

 

３）「住み替え促進」の展開レベル 

 

具体の方法の検討に当たっては、補助金などの行政の展開施策の強度・負担の大きさから検討す

る。 

  

出典：嘉手納町住環境整備計画（基礎調査）p.79「嘉手納町住まいに関するアンケート調査」（H27.12-H28.1実施） 

以上のような、 
世帯⼈員が多く、子どもと親の世帯が多いが転出予備軍となっている。 

致命傷 
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 ■住み替え促進方法の検討・・・どのレベルまで支援するか？ 

施策アイデア 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

すぐできる 供給促進 
良質物件の供

給促進 
転出抑制 

子育て世帯へ

の手厚支援 

① 広い住宅居住者への

情報発信・啓発（高

齢者や子育て終了家

庭などへの提案） 

○ ○ ○ ○ ○ 

② 広い住宅居住者への

財政支援・奨励金に

よる退去促進 

 

○ 

○（リフォー

ムを支援して

質を向上） 

○同左 

＋町内引越し

補助金・物件

のあっせん 

○同左 

③ 広い住宅へのリフォ

ーム補助（上乗せ）

【売却せず住み替え

る人用】（主に大家族

向け） 

  ○（リフォー

ムを支援して

質を向上） 

○同左 ○同左 

＋同居促進補

助金 

④ 広い住宅の空き家の

情報発信 
○ ○ ○ ○ ○ 

⑤ 狭い住宅居住者の移

転希望受付、マッチ

ング(転出防止に向け

た、子供の人数が多

い世帯から優先案内) 

   
○物件のあっ

せん 
○同左 

⑥ 狭い住宅居住者への

財政支援・奨励金に

よる住み替え促進 

   
○町内引越し

補助金 
○同左 

⑦ 狭い住宅居住者への

狭い住宅処分支援 
    ○ 

⑧ 広い住宅の新設促進

（地主・事業者向

け） 

★ ★ ★ ★ ★ 

⑨ 広い住宅のリフォー

ム促進（家主・事業

者向け） 

★ ★ ★ ★ ★ 

備考 

通常の不動

産情報と変

わらない 

広い住宅の

供給を期待

できる 

物件の流通に

はリフォーム

は不可欠 

需給ともに促

進され、循環

を期待できる 

過剰な支援策

といえるか？ 

★：現在の定住促進・リフォーム促進の補助事業への上乗せが考えられる。 

 

以上の整理から、促進施策のほとんど全ては役場が行うべきものであるといえる。さらに、負担

の大きさから考えると、レベル３～４程度が妥当と考えられる。 

ただし、施策⑤（場合によっては施策①,④の情報発信も含む。）については、不動産事業者への

委託（もしくは認定）による方法も可能と考えられる。 
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（２）防衛局買上げ地の活用 

 

１）「防衛局買上げ地の活用」の必要性 

本町においては宅地化可能な土地は限られており、防衛局の買上げによって貴重な本町の可住地

は徐々に減っていく状況にある。買い上げられて空地等となっている土地はまだ多くはないが、今

後、住宅用地が空地化していくと考えられる。 

 

  ＜防衛局による第二種区域内の土地の買上げ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜第二種区域内の土地利用状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：沖縄防衛局「飛行場等周辺における移転措置事業について～ご存じですか」(H25.4) 

   図は、沖縄防衛庁HPより切り抜き 

○買い⼊れられた⼟地では、町による公
共的な目的による使用許可の他、個⼈
や企業でも、「居住目的以外」「容易
に原状回復可能」などの条件下での有
償使用許可を公募のもとで受けられ
る。 
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２）防衛局買上げ地への対応の検討 

具体的な方策としては、次の３つのステップが考えられる。 

 

  (1)二種区域内の未利用地の整理 

 

                        (2)二種区域周辺の低・未利用地の整理 

 

 

 

  (3)土地利用ニーズ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）具体の対応方法 

下図のとおり、大きく３種類の方策が考えられるが、直接的に宅地を創出する１）を重視して対

策を講じていく。現時点で検討すべき土地の数は限られていることから、個別に検討を行う。 

なお、本区域の住環境を向上することで転出を抑制する３）についても検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①買上げ地リストの⼊手(作成) 
 （or図面で確認） 
②敷地別簡易カルテの作成 ①空き地の整理 

②低未利用地の整理（駐⾞場、資材置場等） 
③移設可能性用地の整理（公園、広場等） 

①庁内ニーズ調査・ヒアリング 
②不動産事業者ヒアリング 
③地域⾃治会ヒアリング 

庁内担当者会
議で抽出・ 
方向性を検討 

絞り込み 着手 
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第３章 人口減少対策ワーキングチームの運営 

 

（１）検討経緯 

主任主事級から構成するワーキングチームにおいて、人口減少対策の立案に向けた研修会議（６

回）及び各チームの取組を支援した。 

初回及び第２回は、講義の形で人口減少の状況や課題、EBPMの内容と方法について会議を進行し

た。第３回から第６回の発表まで、各班で議論をファシリテートしながら、最終的に発表する施策

についてデータに基づいて議論し、案のとりまとめを支援した。 

また、随時自主的な作戦会議が設けられたが、その進行管理や随時オンラインシステムを用いて

参加して支援も行った。 

 

■検討の経緯 

日程 ワーキングチーム 備考 

５月 14 日(木) 第１回：目的の共有、町長講和 運営は企画財政課 

５月 26 日(水) 第２回：現状の共有  

７月 ８日(木) 第３回：課題・要因の体系化  

↓ チーム単位で施策検討 随時、作戦会議を開催 

９月 27 日(月) 第５回：中間発表会 随時、作戦会議を開催 

10 月 15 日(金) 第６回：成果発表会 随時、作戦会議を開催 

 

 

（２）提案内容 

各班では、限られたワーキングチーム以外にも自主的に時間をとって集まって議論し、別途ヒ

アリングやプレゼンテーション資料の作成などが行われ、10月15日に発表会が行われた。 

その際の提案事項は次のとおりである。 

 
●住環境チーム 

テーマ： どの世代でも住み続けられる環境づくり 

・嘉手納町の住環境における現状と課題として、①不動産流通が少ない、②子育てに適した物

件が必要、③子どもの居場所・学校外教育の場が必要、④医療機関・商業施設が必要、の４点

についてデータから説明があり、これらを総合的に解決することに向けた事業が提案された。 

・どの世代でも住みやすい環境づくりとして、参考事例として、鹿児島県鹿屋市桜ケ丘子育て

支援住宅、沖縄市山里第一地区市街地再開発事業などを挙げ、事象手法・規模などの検討の上

で事業提案がなされた。 

・具体的には、「住替え支援住宅整備＋生活丸ごとサポート施設整備」をかけ合わせ、住宅150

戸、子育て支援、医療・商業等の複合施設について、民有地（提案ではネーブルカデナ）を活

用したPPP/PFI的な事業の提案がなされた。 



122 

●教育チーム 

テーマ： 超スマート社会を生き抜くかでなっ子を育てる！～ＩＣＴ人材を育成し人口減少対策を図る～ 

・課題の整理として、5歳階級別人口増減（2010-2015）から若者世代の転出超過状況、仕事の

都合で転出が多くこと、戻りたくても戻れない転出者が多いこと等をデータにより確認した。

その上で、働く場所の確保や人材育成という観点から情報通信産業とＩＣＴ教育に着目し、本

町の情報通信産業の課題について取り上げられた。 

・施策提案として、地域でＩＣＴを学べる「かでなＩＣＴクラブ」の設立、運営する地域協議

会などの提案がなされた。 
 

●子育てチーム 

テーマ：子育て世帯の安心・安全をもとめて 

・事業立案の方向性として、本町に若い転入者を増やす「呼び込み」、若い転出者を抑える「定

住化」のうち、後者の『若い子育て世帯の転出を抑える』ソフト事業へ特化した事業提案がな

された。 

・子どもの受け入れ体制強化として、ソフト施策では以下の提案があった。 

①一時預かり保育の拡充：緊急時や必要時に誰でも気軽に利用できる受け入れ体制構築（土

曜日受け入れ、民間施設の活用） 

②子ども居場所づくり：既存施設（各区コミュニティ―センターや公園等）を活用し、子ど

もたちが遊びに行ける居場所を増やす 

・その他、子育てサービスアプリによる情報発信の強化についてもふれられた。 

・また、ハード施策としては、子育て世帯に配慮した住宅の供給として、子育て世帯向けの賃

貸共同住宅を確保する事業の実施についての提案がなされた。 
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第４章 検討委員会等の運営支援 

 

１．庁舎内検討委員会の運営支援 
 

実現性の高い人口減少対策を実施するため、課長級から構成する検討委員会を設置し、運営を行

った。 

本会を通して庁舎内での合意形成を図り、令和４年度以降の予算編成に反映させることとなった。 

 

■検討の経緯 

日程 委員会 備考 

９月 ２日(木) 第１回：目的･現状･課題の共有  

10 月 13 日(水) 第２回：課題の深堀・施策の方向性  

11 月 ４日(火) 第３回：施策の方向性・内容  

11 月 22 日(月) 第４回：施策の詳細  

３月 18 日(金) 第５回：施策の詳細、とりまとめ  

 

※各回の議論の記録は巻末参照。 

※使用した資料については、当該意見に基づいた修正を行って第１章までに収録している。 
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２．人口減少対策検討部会の運営支援 
 

実効性の高い人口減少対策を実施するため、係長級から構成する部会を設置し、運営を行った。

庁舎内検討委員会と連携を図り、令和４年度以降の予算編成に反映させることとなった。 

 

■検討の経緯 

日程 部会 備考 

７月 ８日(木) 第１回：目的･現状･課題の共有  

８月 16 日(月) 第２回：人口対策の全体像、施策の方向性  

９月 27 日(月) 第３回：施策の抽出  

10 月 29 日(金) 第４回：施策内容の検討  

11 月 17 日(水) 第５回：施策内容の詳細検討  

 

※各回の議論の記録は巻末参照。 

※使用した資料については、当該意見に基づいた修正を行って第１章までに収録している。 

 


